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1 失権者とは 【資料①参照】

「失権者」とは、公職選挙法（以下「法」という｡）第11条第1項及び第2項並びに政治資金規正

法（以下「規正法」という｡）第28条に規定する欠格事由に該当する者をいう。

選挙権については、法9条で、被選挙権については、法10条で、それぞれの取得のため積極的要

件について規定されているが、たとえこれらの要件を具備する場合であっても、次の（1）～（2）

の欠格事由に該当する場合は、選挙権及び被選挙権を有しないこととなる。

なお、次の（1）～（2）の欠格事由は、選挙権及び被選挙権に共通であり、かつ、法の適用を受
けるすべての選挙に共通である。

（1）法11条1項に該当する者

【法1 1条1項】 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

一成年被後見人

二禁銅以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三禁銅以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を
除く。 ）

四公職にある間に犯した刑法（明治四十年法律第四十五号）第百九十七条から第百九十七条
の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平成十
二年法律第百三十号）第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行
の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過し
ないもの又はその刑の執行猶予中の者

五法律で定めるところにより行われる選挙､投票及び国民審査に関する犯罪により禁銅以上の
刑に処せられその刑の執行猶予中の者

成年被後見人（法11条1項1号）

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため家庭裁判所から後見開始の審
判を受けた者。

ア

イ禁銅以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者（法11条1項2号）

刑の言い渡しを受け、その刑が確定した時から刑の執行が終わるまでの期間内にある者

※禁銅以上の刑とは、死刑・懲役及び禁鋼の刑である。

※仮釈放の者は、まだ所定の刑期が終わっていないのでこれに該当し、欠格者となる。

ウ禁銅以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除
く） （法11条1項3号）

刑の言い渡しを受け、その刑が確定した時から、次の事由によりその刑の執行を受ける義務
が消滅されるまでの間にある執行猶予者以外の者（前述イの2号該当者が刑の執行を受けるこ
とがなくなった場合のこと）

(ア）刑の時効が完成した時（刑法31条）

(イ） 「大赦」又は「特赦」により刑の言渡しが効力を失った時（恩赦法3条、第5条）

(ウ） 「刑の執行の免除」を受けた時（恩赦法8条）

※執行の免除その他の理由により刑の執行を受けることがなくなるまでの者は、選挙権及び
被選挙権がないものとしているが、 これは裏を返せば、刑の執行を受けることがなくなっ
た後は､たとえ言い渡された刑の執行が終わらなくとも欠格としないという意である。
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工公職にある間に犯した刑法197条から法197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせ

ん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若し

くはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年

を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者（法11条1項4号）

刑法197条（収賄、受託収賄及び事前収賄）

刑法197条の2 （第三者供賄）

刑法197条の3 （加重収賄及び事後収賄）

刑法197条の4（あっせん収賄）

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条

（公職者あっせん利得）

⑨

･

※『公職にある間」とは、

収賄罪の構成要件に該当する行為が法3条に規定する公職（衆議院議員・参議院議員・

地方公共団体の議会の議員及び長）にある間に行われた場合をいうものであり、したがっ

て、 これ以外の公務員である間に当該公務員の職務に関連して収賄罪を犯し、たまたま刑
に処せられたときが法3条に規定する公職の間であった場合には本号の適用はない。

「公職にある間」に犯した収賄罪であれば、それが当該公職の職務に関連して犯された
ものであっても、当該公職以外の公務員の職務に関連して犯されたものであっても本号の

適用を受ける。

オ法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁銅以上の刑

に処せられその刑の執行猶予中の者（法11条1項5号）

※『法律で定めるところにより行われる選挙』とは、

・国会議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙（公選法）

・農業委員会委員の選挙 （農業委員会等に関する法律）
・海区漁業調整委員会委員の選挙 （漁業法）

・土地改良区の役員、総代の選挙 （土地改良法）

・水防組合の組合会議員の選挙 （水害予防組合法）等

※5号の犯罪以外の一般犯罪により禁銅以上の刑に処せられ、執行猶予の言い渡しがあった

場合は、 4号に該当する場合を除き、 3号かつこ書きによって選挙権、被選挙権を失わな
い。

ー
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（2）法11条2項に該当する者

【法1 1条2項】

2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、
第252条の定めるところによる。

法11条2項の規定の趣旨は、いわゆる注意規定であって、およそ、この法律の定める選挙犯罪
による選挙権・被選挙権の停止について、法11条1項の規定を排除しようとするものではない。
したがって、法に規定する選挙犯罪であって、法252条の規定の適用を除外されるものについて
は、当然に法11条1項の規定の適用がされる。

【公職選挙法に定める選挙に関する犯罪による選挙権・被選挙権の停止】法252条

この法252条は、一定の選挙犯罪（公選法に定める選挙に関する犯罪）を犯し、刑に処せられ

た者の選挙権・被選挙権の停止、いわゆる公民権の停止について規定したものであり、法11条よ
り先にこの法252条が適用されるのが原則である。

選挙に関する罪を犯して刑に処せられた者は選挙の公共性を破壊した者であるから、そのような

者に対しては、刑罰を科するばかりでなく、選挙に関する権利を一定期間剥奪して選挙に関与する
機会を失わしめこれを粛正するために、選挙犯罪の付随的効果として罪を犯した者の選挙権・被選
挙権を一定期間停止しようとするものである。

ア罰金刑の場合（法252条1項）

【法252条第1項】

この章に掲げる罪（第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245
条、第252条の2，第252条の3及び第253条の罪を除く。 ）を犯し罰金の刑に処せられ
た者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その

裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間） 、この法律に規定する選挙権
及び被選挙権を有しない。

２
２
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2項 (選挙人名簿抄本等の閲覧にかかる報告義務違反）

(選挙事務所、休憩所等の制限違反）

(選挙事務所設置の届出違反）

(選挙運動に関する各種制限違反、その二）

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反）

(推薦団体の選挙運動の規制違反）

(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の制限違反）
(選挙人等の偽証罪）

法16章「罰則」 （法221条～法255条の4）に掲げる罪を犯した者は､除外する罪を除
き、次に掲げる期間、選挙権・被選挙権を停止される。

(ア）罰金刑を処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間

(イ）罰金刑を処せられ刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日
から刑の執行を受けることがなくなるまでの間（執行猶予期間）
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禁銅以上の刑の場合（法252条2項）

法16章｢罰則」 （法221条～法255条の4）に掲げる罪を犯した者は､次に掲げる期間、
選挙権・被選挙権を停止される。 （※除外する罪有り）

イ

【法252条第2項】

2 この章に掲げる罪（第253条の罪を除く。 ）を犯し禁銅以上の刑に処せられた者は、そ
の裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか
刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行
を受けることがなくなるまでの間、 この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

【除外する罪】

法253条 (選挙人等の偽証罪）

(ア）禁銅以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間

及びその後5年間

(イ）禁銅以上の刑に処せられた者で、刑の執行の免除を受けた場合は、刑の時効による場合
を除いて刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間

※刑の時効の場合は、 5年間の付加期間はない。時効の完成と同時に復権する。

(ウ）禁銅以上の刑に処せられ刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合はその執行猶予の期間

(工）禁銅以上の刑に処せられた者が大赦又特赦又は刑の時効により刑の執行を受けること力§
なくなるまでの間（5年間の付加期間はない）

ウ累犯者に対する停止期間の加重（悪質な選挙犯罪の累犯者に対する加重） （法252条3項）

【法252条第3項】

3第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪につき刑に処せられた者で更
に第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者については、前2項の五年
間は、十年間とする。

【買収又は新聞紙等の不法利用に関する罪】
法221条 （買収及び利害誘導罪）

法222条 （多数人買収及び多数人利害誘導罪）

法223条 （公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪）
法223条の2 （新聞紙、雑誌の不法利用罪）

買収又は新聞紙等の不法利用に関する罪（法221条、法222条、法223条、法223
条の2）を犯して刑に処せられた者が、さらにこれらの罪を犯し刑に処せられたときは、前述
のア（ア）及びイ（ア） （イ）の5年間の付加期間は『10年間』となる。

ただし、刑法34条の2の規定により、罰金刑の場合（前述ア（ア)）は刑執行終了後5年で
刑の消滅となるので、その時点で選挙権及び被選挙権は回復する。 （刑法34条の2の規定が公
選法の規定に優先するとされている）
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争

工裁判所の不停止宣告及び停止期間短縮宣告（法252条4項）

【法252条第4項】

4裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者（第221条から第22
3条の2までの罪につき刑に処せられた者を除く。 ）に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶
予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず､若しくはその期間の
うちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第1項に規定する者で第221条から第2
23条の2までの罪につき刑に処せられたもの及び第2項に規定する者に対し第1項若しく
は第2項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の
期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、
又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

前述のとおり、選挙犯罪を犯して刑に処せられた者は、一定期間選挙権及び被選挙権を停止
されるのであるが、裁判所は情状によって、刑の言渡しと同時に選挙権及び被選挙権を停止し
ない旨又は停止する期間を短縮する旨を宣告することができる。

停止しない旨又は短縮する旨の宣告は、次のような範囲で認められている。

(ア）罰金の刑に処せられた者（（2）ア参照）

a法221条、法222条、法223条、法223条の2までの罪につき刑に処せら
れた者には、選挙権及び被選挙権停止期間を短縮する旨（※不停止宣告はできない｡）

b a以外の罪につき刑に処せられた者には、選挙権及び被選挙権停止の規定を適用し
ない旨又はその期間を短縮する旨

※比較的悪質でないと認められる者に対しては選挙権・被選挙権の停止期間の短縮
のみならず、その不停止の宣告ができることになっている。

(イ）禁銅以上の刑に処せられた者（（2）イ参照）

選挙権及び被選挙権停止期間を短縮する旨（※不停止宣告はできない｡）

(ウ）累犯者（（2）ウ参照）

選挙権及び被選挙権停止期間を短縮する旨（※不停止宣告はできない｡）

ノ
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●

（3）政治資金規正法28条に該当する者

規正法に規定する一定の犯罪を犯した者についての公民権停止に関する特別規定。

前述の（2） 「法11条2項に該当する者」同様、罰金刑でも公民権停止となり、一般犯罪の場合よ

り厳しくなっている。

ア罰金刑の場合（規正法28条1項）

【規正法28】

第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は､その裁

判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した

日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間） 、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙

権を有しない。

規正法23条、 24条、 25条、 26条、 26条の2， 26条の3， 26条の4， 26条の

5， 27条2項の罪を犯し罰金刑に処せられた者は、次に掲げる期間、選挙権及び被選挙権を

停止される。

(ア）罰金刑に処せられた者は、裁判が確定した日から5年間

(イ）罰金刑に処せられ刑の執行猶予の言渡しを受けた者は、その裁判が確定した日から刑の

執行を受けることがなくなるまでの間

イ禁銅刑の場合（規正法28条2項）

【規正法28】

2第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2，第26条の4及び前条第

2項の罪を犯し禁銅の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまで

の間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五

年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法

に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

※規正法23条～規正法27条2項は別添関係条文参照

規正法23条、 24条、 25条第1項、 26条、 26条の2， 26条の4，27条2項の罪

を犯し罰金刑に処せられた者は、次に掲げる期間、選挙権及び被選挙権を停止される。

(ア）禁銅刑に処せられた者は、裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間及びその後

5年間

(イ）禁銅刑に処せられた者で「刑の執行の免除」を受けた場合は（恩赦法8条）その免除を

受けるまでの間及びその後5年間（刑の時効による場合を除く｡）

※刑の時効の場合は、 5年間の付加期間はない（後述（工）参照｡)。したがって、時効

の完成と同時に復権する。

(ウ）禁銅刑に処せられ刑の執行猶予の言渡しを受けた者は、その執行猶予の期間

(工）禁銅刑にしよせられた者が大赦若しくは特赦又は刑の時効（前述（イ）参照｡）により刑

の執行を受けることがなくなった場合は、それまでの間
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ウ裁判所の不停止宣告及び停止期間短縮宣告（規正法28条3項）

【規正法28】

3裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若し
くは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず､若し
くはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し､又は前項に規定する者に対
し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期
間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告する
ことができる。

前述のとおり、政治資金規正法に規定する一定の犯罪を犯して刑に処せられた者は、一定期
間選挙権及び被選挙権を停止されることとなるが、裁判所は情状によって、刑の言い渡しと同
時に選挙権及び被選挙権を停止しない旨又は停止する期間を短縮する旨を宣告することができ
る。

停止しない旨又は短縮する旨の宣告は、次のような範囲で認められている。

(ア）罰金の刑に処せられた者（（3）ア参照） ・

選挙権及び被選挙権停止の規定を適用しない旨又はその期間を短縮する旨

(イ） 禁銅の刑に処せられた者（（3）イ参照）

選挙権及び被選挙権停止期間を短縮する旨 (※不停止宣告はできない｡）

戸

ノ
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2用語の説明

（1）罰金、禁銅、懲役、死刑（刑法9条）

罰金く禁銅く懲役く死刑

L禁銅以上の刑一’
. ､｡一定の金額の納付を命ずる刑

‘ ・刑務所等の監獄に拘置されるが､定役は課せられない。

・ ・刑務所等の監獄に拘置され、定役を課せられる。

・ ・執行までの間は監獄内に拘置される。

●
●
●
●

金
銅
役
刑

罰
禁
懲
死

ａ
ｂ
Ｃ
ｄ

（2）執行猶予（刑法25条）

有罪判決は確定したが、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間執行猶予を取り消され

ることなく満了すれば刑を受けることがなくなる制度。

原則として、 3年以内の懲役、禁銅以下の刑、 50万円以下の罰金刑の者が対象に保護観察が付

けられることがある。

なお、期間内にさらに罪を犯したり、保護観察の遵守事項に違反したりすると、執行猶予取消し

となる。ただし、ごく軽微な犯罪では取消しとならずに執行猶予が2つ付くこともある。

（3）仮釈放（刑法28条等） ．

服役中の受刑者について、刑期満了前に仮に社会に開放し、善行を保持しつづけて仮釈放期間満

了したときは、刑の執行を終わったものとする制度。

刑期の3分の1を経過したものが対象となり、必ず保護観察が付けられる。

※「仮釈放」の用語は、監獄から仮出獄、拘留場又は労役場からの仮出獄及び少年院等からの仮

退院の処分を総称する場合、又はこれらの処分の別名として用いられる。

（4）保護観察（刑法25条の2等）

執行猶予中又は仮釈放中の者を補導援護し、一定の住居への居住等の遵守事項を守るよう指揮監

督する制度。

仮釈放中の者については、遵守事項違反により保護観察が停止されても、実務上何らの追跡調査

等は行われていないのが現状であり、場合によっては本人も意識しないまま、仮釈放期間がいつま

でも満了しないというケースも相当数ある。

（5）未決勾留（刑法21条）

被疑者（被告人）の逃亡や罪証の隠滅を防ぐため、拘禁すること。

刑の未決中に行われるものであり、その日数の全部又は一部が本刑に参入される。

また、未決勾留には刑事訴訟法495条の規定に基づく法定通算と裁判所の裁量による裁定算入

とがある。

（6）不定期刑（少年法52条等）

裁判において、刑期を具体的に確定せず、一定の長期（最高限）及び短期（最低限）を定めて言

渡し、後日刑の執行の段階に入り、その成績を見た上で釈放の時期を決定する制度。

少年（20歳に満たない者）に対してのみ採用される。
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3失権者にかかる通知 （通知書見本参照）

選挙の当日、その選挙人が投票できる者かどうか（選挙権を有しているかどうか）は常に把握し
ておかなければならない。

そのため、法11条及び規正法28条該当者の本籍地の市区町村長から住所地の選管あてに通知
をすることになっている。 （昭和38． 3． 4自治丙選第7号自治省選挙局長発通達【資料②】）

【法1 1条3項】

3市町村長は、市町村長I主､その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市
町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについ

て、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生
じたこと又はその事由がなくなったことを知ったときは、 遅滞なくその旨を当該他の市町

村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

【規正法28条4項】

4公職選挙法第11条第3項の規定は、前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有し
なくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなったときについて準用する。この場合に
おいて、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、 「政治資金規正法第28
条」と読み替えるものとする。

【令1条】

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法

252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定によi
を有しなくなったものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知ったときは、 遅滞な

－

その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない＜、
0

（1）本籍地市区町村長からの通知 、

ア選挙権・被選挙権の停止事由の発生にかかる通知（失権事由についての通知）

(ア） 「登記事項通知書」 （後見開始）

※後見開始の審判がされた場合、登記官から市町村長に通知がされる
(イ） 「既決犯罪通知書」

①法252条、規正法28条の適用された罰金以上の刑にかかる通知
②公職選挙法以外の罪による禁鋼以上の実刑にかかる通知

③公職選挙法11条第1項5号で規定する選挙犯罪による禁銅以上の執行猶予刑にか
かる通知

(ウ） 「刑執行猶予言渡し取消し通知書」

通常この場合、取消の原因となった「既決犯罪通知書」が同時に通知される。

選挙権・被選挙権の停止事由の変更にかかる通知
〔

（ア） 「恩赦事項通知書」

※減刑に関するもの

（イ） 「刑の分離決定通知書」

※刑の分離決定により刑期の変更を伴うことになる場合がある
（ウ） 「再審結果通知書」

※再審の裁判により刑名や刑期が変更された場合に通知がされる。
※再審では、前より重い刑が言渡されることがない。

（工） 「非常上告結果通知書」

※「再審結果通知書」とほぼ同じ。 「再審」を「非常上告」と読み替える。

イ
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〃

｢既決犯罪通知撤回通知書」

｢執行猶予言渡し取消通知書」

①法252条、規正法28条の適用された罰金以上の執行猶予刑の執行猶予言渡し取
消にかかる通知

②法11条第1項5号で規定する選挙犯罪による禁銅以上の執行猶予刑の執行猶予言
渡し取消にかかる通知

※必ず停止期間の変更が生じる。

ｊ
ｊ
オ
カ
く
く

ウ選挙権・被選挙権の停止事由の消滅にかかるもの（復権事由についての通知）

（ア） 「登記事項通知書」 （復権）

※後見取消の審判がされた場合、登記官から市町村長に通知がされる。

（イ） 「恩赦関係通知書」

①刑の執行免除

②大赦

③特赦又は復権

（ウ） 「刑の時効完成通知書」

（エ） 「再審結果通知書」又は「非常上告結果通知書」

※いずれも裁判の内容が管轄違い、無罪、免訴又は公訴棄却である場合

（オ） 「仮釈放期間満了通知書」

、 （力） 「自由刑等執行終了通知書」
■

（2）他の選挙管理委員会からの通知

住所地の選管は、法11条及び規正法28条該当者が他の市区町村へ転出した場合は、転出先の

選挙管理委員会にその旨通知することになっている。 （令1条）

※実際の通知は、転入前市町村の選挙管理委員会より上記（1）の通知書の写しが送られてくる。
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4具体の処理方法

（1）収受の記録

通知書の送付がされてきたら、受付簿【資料③】に記入し､通知書に収受印を押す。

※選管に通知されてきた日が ｢選管が知ったとき になる。

（2） 「住民基本台帳」の記録の確認

「住民基本台帳」の登録の有無を確認するとともに、通知書の記載内容に相違がないかも確認
する。

【確認する際の要点】

①通知書の記載内容の確認

②住所異動の有無

③選挙人名簿の登録の有無の判断

氏名、住所、生年月日等

転居・転出先住所、転入通知の有無

市届出日

（3） 「選挙事務システム」の登録の有無の確認

選挙事務システムの登録の有無や登録されている場合の登録状態（※1）を確認する。

（4）選挙人名簿の登録時の確認

失権関係の通知が送付されてきた場合は、特に選挙人名簿の登録に誤りがないか、

帳」で確認した【生年月日・市届出日】と通知の【刑の開始日】から判断する。
｢住民基本台

通知書が送付されてきた者の選挙事務システムの登録状態は、選挙人名簿に登録

する際、失権の有無の判定を考慮せずに登録しているので誤って登録している可能
性がある。

※1 選挙事務システムの登録状態は、

「登録」 ・ 「登録予定」 ・ 「抹消」 ・ 「削除」 ・ 「表示」 ・ 「未登録」がある｡

具体には、 【生年月日】と【市届出日】から年齢要件、住所要件を満たした後の

初めての登録日（定時登録・選挙時登録）の時点と【刑の開始日】を比較する。 【刑
の開始日】の方が以前である場合は、誤って登録されていることとなる。 （法28
条第3項の「誤載」に相当する）

※定時登録は、平成10年6月以後年4回。それまでは、毎年9月2日。

※過去の選挙時登録日は、結果調べ冊子等参照。 （補欠選挙も含む）

（5）各通知書による処理

後述「5各通知書の処理方法」を参照。
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欠格者にかかる整理

上記（4）の通知書を収受するごとにカード式の「欠格者台帳」及び「欠格者一覧」の整理を行

う。

(6）

ア欠格者台帳の作成 （資料④）

①台帳は、失権関係の通知書1枚に対し、 1枚の台帳を作成する。

②各項目の記入は、失権関係の通知書に記載されているとおり記入する。

③前述（4）の選挙人名簿の登録に誤りがあった場合も含め、登録予定者については、
備考欄に『登録予定者」と朱記する。

イ欠格者一覧の作成 （資料⑤）

失権者の住所、氏名、生年月日、性別、刑終了予定日を記載し、異動が生じたときは抹消、修

正等を行う。

※欠格者一覧の整理をエクセル等のデータとして管理する場合は、個人情報保護条例等関係法

令に基づき管理すること。 （後述の6 「個人情報保護」参照）

ウ関係書類の整理

【通知書】

①公民権停止中の者の綴り （選挙権・被選挙権関係書類

②公民権停止期間が満了した者の綴り （選挙権・被選挙権関係書類

③職権消除により当区における欠格者でなくなった者の綴り
（選挙権・被選挙権関係書類

④転出等により当区における欠格者でなくなった者の綴り
（選挙権・被選挙権関係書類

(常用)）

(1年未満)）

(常用)）

(1年未満)）

【欠格者台帳】

①公民権停止中の者の綴り （欠格者綴り） （選挙欠格者台帳（常用)）

②公民権停止期間が満了した者、転出・職権消除等により当区における欠格者でなくなった者
の綴り（非欠格者綴り） （選挙欠格者台帳（1年未満)）

（7）選挙人名簿抄本等の手入れ

選挙人名簿抄本への手入れについては、平常時と選挙時とで処理方法が違う。

ア平常時

選挙人名簿抄本の閲覧の関係上、失権者の表示をするような処理はしない。
塞挙事務システムの『出力不要者入力」をする。ただし、選挙時に備え、

※平成23年1月より

「出力不要者入力」をした者が住基異動した場合、異動内容を「出力不要者異動者

リスト」 【資料⑥】として出力されるため、必ず「出力不要者入力」をすること。

選挙時

①期日前投票システムの異動管理項目に「庶務」の入力をする。

②名簿対照の予備用に備える選挙人名簿抄本（紙抄本）の「住所・氏名･生年月日」を二重線
で抹消し、備考欄に「庶務」と記す。

イ

※選挙事務システムの入力方法は、 「選挙事務システム事務処理マニュアル」

期日前投票システムの入力方法は、 「期日前投票システムマニュアル」を参照。
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5各通知書の処理方法 【資料⑦－1 ．2】

（1）失権関係の通知が送付されてきた場合

『登記事項通知書』 （後見開始分）

『既決犯罪通知』

『刑執行猶予取消し通知」

[住民基本台帳」・「選挙事務システム」の両方とも登録されている場合ア

①「欠格者台帳」を作成する。

②「欠格者一覧表」に追加する。

③選挙事務システムの「出力不要者入力」をする。

｢選挙事務システム」は「登録｣、 「住民基本台帳」は、 「転出」となっている場合

（表示者の場合）

①「欠格者台帳」を作成する。

※備考欄に転出異動日及び転出先住所を記入する。

②「欠格者一覧」に追加する。

③選挙事務システムの「出力不要者入力」をする。

④後述の（2）の「ア」の処理を行う。

イ

ウ ｢選挙事務システム」は「登録｣、 「住民基本台帳」は、 『職権消除』となっている場合

①「欠格者台帳」を作成する。

②「欠格者一覧」に追加する。

③選挙事務システムの「出力不要者入力」をする。

④後述の（2）の「イ」の処理を行う。

｢選挙事務システム」は「登録なし｣、 「住民基本台帳」は、 『登録』されている場合工

①「欠格者台帳」を作成する。

②「欠格者一覧表」に追加する。

③選挙事務システムの「出力不要者入力」をする。

． ※ただし、月例処理がまだ走行されていなく選挙事務システム上に登録が無い場合は、月
‘． 例処理後に「出力不要者入力」を入力する。

※この場合、選挙事務システム上では、定時登録処理（選挙時登録処理も含む）により選

挙人名簿に新規登録される時点が欠格者である場合でも選挙事務システム内のデータは
登録者扱いになってしまうが、本来、選挙人名簿に登録してはならないので注意するこ
と。 （これは、選挙人名簿登録者数の報告の人数に入れないこととなる）

｢選挙事務システム」は「登録なし｣、 「住民基本台帳」は、 『職権消除』となっている場合オ

①その旨を付記し、本籍地の市区町村長に返送する。 （様式1）

②職権消除の場合､職権回復される可能性があるので､失権関係の通知の写しを残しておき、
名簿登録時に照合する。

15



力住民登録の確認ができない場合（最初から転入した形跡がない）

①その旨付記して本籍地の市区町村に返送する。 （様式2）

②後日、転入してくる可能性があるので、失権関係の通知の写しを残しておき、名簿登録時

に照合する。

※稀に選挙権（被選挙権）が停止されない一般犯罪の執行猶予者についても、誤って「既決犯

罪通知」が送付されてくる場合もあるので注意する。

（2）住民基本台帳等に異動があった場合

定期的に住民基本台帳と照合する。

既に「欠格者綴り」に綴られている者については、台帳作成後、復権関係の通知が送られてくる

前に転出、死亡、職権消除等の異動事由を生じることや、本籍地からの復権関係の通知漏れなど、

いろいろなケースがあるので、定期的な住民基本台帳との照合が必要となる。

※平成23年1月以降、選挙事務システムに「出力制限者入力」をしている者について、住基異動

の月例処理がされると「出力不要者異動者リスト」が出力されるので照合に活用してください。
ただし、 「出力不要者入力」の入力時期の関係で漏れる場合がありますので定期的に住民基本台帳

と照合すること。

ア他の市区町村へ転出した場合（令1条通知）

転出先の選管にその旨を通知する。 （様式3）

※登録予定者が転出した場合は、施行令1条通知の準用となるので、文面が若干ことなる。

①「欠格者綴り」に綴られている該当者の台帳の備考欄に「転出異動日」及び「転出先住所」
を記載する。

②転出した日から4ヶ月経過後「非欠格者綴り」に綴り込む。ただし、選挙人名簿に登録され
ていない者の場合は、 4ヶ月経過を待たずに処理してよい。

③「一覧表」から抹消する。

※転出届が出されていても、予定転出先で転入届が出されていないこともあるので、必ず転
入の通知を確認してから処理を行わなければならないが、相当期間（約2ヶ月程度）を経

過しても、どこからも転入の通知が来ない場合は、次の「イ」と同様の処理とする。

イ職権消除され、どこにも住民登録がなくなった場合

本籍地の市区町村にその旨通知する。 （様式4）

(rQ&A民刑事項名簿と身分証明事務』参照） 【資料⑧】

①「欠格者綴り」に綴られている該当者の台帳の備考欄に「職権消除」と「職権消除された日
（届出日)」を記載する。

②職権消除された日（届出日）から4ヶ月経過した後、 「非欠格者綴り」に綴り込むとともに「一
覧表」から抹消する。

ただし、選挙人名簿に登録されていない者の場合は、 4ヶ月経過を待たずに処理してよい。

ウ死亡した場合

「欠格者綴り」に綴られている該当者の台帳の備考欄にその旨を記載し、 「非欠格者綴り」に

綴り込むとともに「一覧表」から抹消する。
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他市区町村から転入してきた場合（令1条通知）

前述（1）失権関係の処理に準じて処理をする。

なお、原則的には当該選挙人は選挙人名簿に登録されていないわけであるが、区間異動の場

合は、移替え登録があるので注意を要する。

工

オ計算上の選挙権停止期間が既に終了しているにもかかわらず、本籍地の市区町村から復権関係
の通知が来ない場合

本籍地の市区町村に復権についての照会をする。 （様式5）

なお、照会の時期については、本籍地の市区町村の通知漏れよりも、仮釈放中に保護観察が

停止したため、いつまでも満了しない状態になっているという場合の方が多いので、各々では

なく選挙を間近に控えた際ごとに一括して行い、選挙期日における復権について漏れのないよ

うに処理するのが適当である。

【失権者にかかる照会】 （様式6）

失権者にかかる照会は､本籍地の市区町村に照会するのが本来であるが､平成2

2年7月29日付大阪地方検察庁の通知に基づき､直接大阪地方検察庁に照会する

ことも差し支えないことを確認済み。 （輔22年12月14日）

（3）復権関係の通知が送付されてきた場合

噌由刑執行終了通知」

｢仮出獄期間満了通知』

『禁治産宣告取消通知』

｢恩赦関係通知」

欠格者台帳の有無を確認する

ア台帳がある場合

台帳を「欠格者綴り」から取り出し、 「非欠格者綴り」に綴り込むとともに、 「一覧表」から

抹消する。ただし、 「自由刑執行終了通知」において「参考事項」の欄に「引き続き次刑を執行」
等と記入されている場合は、供覧するだけで処理は行わない。

なお、選挙関係犯罪等により5年間等の付加期間がある場合は、台帳に通知が送られてきた

旨記載し、付加期間が経過した後処理を行う。 ．

台帳がない場合

住民登録、過去の失権関係の通知が及び「非欠格者綴り」の欠格者台帳等で確認し、全く確
認ができないときは、その旨記して本籍地の市区町村に返送する。 （様式2）

また、いずれかにより確認ができたときには、通知漏れ・処理誤り等の原因を調査の上で、

引き続き次刑の執行がある場合等は、本籍地市区町村（又は転入前選管）に改めて通知させる
など必要な処理を行う。

次刑が無い場合は、必要に応じて相手方に連絡のみ行い、その経過を書いて決裁を受ける。

イ
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6期間計算の方法

刑法

（未決勾留日数の本刑算入）

一 第21条未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

（期間の計算）

第22条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

（刑期の計算）

第23条刑期は、裁判が確定した日から起算する｡

2拘禁されていない日数は､裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

（受刑等の初日及び釈放）

第24条受刑の初日は、時間にかかわらず、 1日として計算する｡,時効期間の初日に
ついても、同様とする。 ”

2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

(1)懲役・禁銅の既決犯罪通知の場合

選挙権（被選挙権）の停止は、 「確定の日」から「刑終了の日」までである。

ただし、未決勾留日数は刑期から除かれる。

①(例） 確定の日 H21年5月24日

②刑 期

未決勾留日数

懲役1年6月 ・ ・

法定15日裁定30日 ③ 即日起算のため､ :起算日の1

日目は、 5月25日ではなく、
ヨ ； I

5月24日から起算するた

め《：;朱決勾留日数の計算前の
刑終了日は､123日となる。
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（2）罰金刑（法252条、規正法28条）の既決犯罪通知書の場合

「公民権停止の欄」に記載されている期間、選挙権（被選挙権）が停止される。

なお、 この期間が満了した場合は、通知を待つことなく欠格者台帳を別保管できる。

※罰金刑の場合は、刑終了通知と選挙権（被選挙権）の停止期間の満了とは関係ない

(例） 確定の日

罰金刑

選挙権（被選挙権）

H21年7月10日 ． ・ ・ ・

10, 000円

確定後2-生固 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(刑の短縮宣告を受けた場合を想定）

①
②

H21年7月10B

十） 2年
①
②

●
●

H23年7月 9日 (刑終了の日）………（即日起算のため）

【注意】:豆既決犯罪通知書の『通算区分｣欄についてj J§j: 弓裏
i ｣ fゞ JJ ？↑ 〃 § ≦盲 i ゞ 二 ℃ ' j :r y! ■ " 1J!… r』皿いざ〃IW〃J 『 i 下Ⅱ

。 － ・ ・ ． ． ・ 菫: …f ； ・ 、 ‘ ・ : ： r l ” ． ： ｮ ･ : H ， ‘

？ 【■ ≦「1"本刑に満ちるまで1仲に○印がつけられているのは、
kﾉ‘

①財産刑を既に終了している場合(罰金を既に完納じている場合)( j ■ ＆ ■ ･〃: ■

②未決勾留日数が本刑の刑期を超過している等により､刑の執行が終了している場合

J・すなわち､現実に執行すべき刑期はなく$l裁判確定の日に刑の執行が終了したことを意味す
るので誤うて処理しないように注意を要するざ℃j子J ■W■Ⅷ■〆〆 :？ ■？■〆 〆〃 □J＝
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（3）刑執行猶予言渡し取消通知書の場合

一般犯罪で執行猶予付きの場合は､選挙権（被選挙権）は停止されないが、その執行猶予が取り

消されれば刑が執行されることとなり、選挙権（被選挙権）も停止される。

執行猶予の言渡しが取り消される原因としては、執行猶予期間中の保護観察の遵守事項違反や、

執行猶予期間中に新たに罪を犯す場合などがある。

後者の場合は、原則として執行猶予の取消し原因となった刑（第1刑）からまず執行し、その後、
最初に執行猶予が付いた刑（第2刑）を執行する。

(例) A執行猶予言渡しの裁判

H15年5月 9日

懲役6月（執行猶予3年）

確定の日

刑 期 ①（第2刑）

B執行猶予取消しの原因となった刑の裁判

②（第1刑）

③

④

H16年2月 6日

懲役2年8月

法定15日裁定30日

確定の日

刑 期

未決勾留日数

C執行猶予取消しの裁判

確定の日 H16年2月28日

8

【計算】

②
③

H16年

十） 2年

2月 6日

8月

蕊
H18年10月

一

………………………（即日記算のため）

④一）

(第1刑終了日）

． ・ ・ ・ ①＋） 6月

灘議議議議議鍵藤 (第2刑終了日）……（即日起算ではない）
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了個人情報保護

（1）個人情報保護条例の趣旨

個人情報保護条例第6条第2項:』(収集の制限）

2い実施機関は詮思想;1信条及び宗教に関する個人情報並びに人稔主民旗;犯罪歴その他社
会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならな
･ ･研‘ ． : ． : 胃 . ; . : ; . : ‘ . . ． :. 冒:; . ：.、 : －: : , ; ; ;･ f ; 〆 . : ‘ . .: 童‘ 託寸 r ・ : ↑ :# ; "剛 ､ 岬 ･ f ; : …"" ‘ ‘叩: . ; . : ：: 1 .ざ ｡ : ‘ ‘ ‘.世 . ‘ " … . ‘ . _ " :

い。ただしざi次の各号のいずれかに該当するときは寂この限りでないざE■も』i ■ ？ ■手？■二℃三J;"､ ;|AIぃい：

n)法令又ほ条例(以下畷苓割芒いちざうiliに定あがあざ1基:ぎ室ユガご〃jTFJIJ亘引い; Jﾙﾘﾙ
; ≦ : ' : : ” Ⅷ 1 : ; _ 1 J 蟻ﾐﾐ 蕊 § :≦ : ： ! ； ； 1 ： f ゞ f :さ: : ! § … : ￥ : : : 房 ; ‘ ; 1 , ; : ! 《 “ : j ゞ ｣ ､ : ::ゞ ご : : I : #拳 f ! ; 1 ヘ 1 : ﾐ:: ゞ § :" 恥: i

I(2)事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるどぎⅡいざ■b1 ・ ■ ｡ § 『J ■ ■ 妄

第6条第2項は、個人情報のうち、特に個人の権利利益にかかわりが深く、重大な権利利益の侵

害と結び付く可能性が高いと考えられるものについて、原則として実施機関による収集を禁止する
とともに、例外的に収集が認められる場合を定めたものである。

選挙事務の「失権者」に関する個人情報は、公職選挙法で定めがあり、収集禁止事項には当たら

ないが、その取扱いによっては個人の権利利益を侵害する場合もあることから、慎重な取扱いが求
められるものである。

（2）個人情報の管理体制

本件事務で扱う個人情報の性質を踏まえ、その取扱いについては次の点に十分留意すること。

ア通知書・失権者台帳関係

通知書等の関係書類の保管は、施錠のかかるロッカーに入れ、必ず鍵をかけること。

失権者にかかるデータ

ー覧表等を作成するために失権者にかかるエクセルデータ等を保持する場合は、次の点を必ず
厳守すること

イ

①データの保存は、庁内パソコン内に保存すること。

②データは複数のファイルとせず、 1つのファイルで管理すること。

③必ず8桁以上のパスワードを設定すること。

※他のパソコンやUSBメモリー等の媒体で保存しないこと‘
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厩ﾛ薑頁洞
（1）登記事項通知書（後見人開始）

日記第 号

556-8501

大阪府大阪市浪速区敷津東ユ丁目4番
20号

浪速区区長殿

登記事項通知書

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
菫

後見登配等に関する省令第13条により上記の登配をしたので通知します。

平成17年2月17日

同
東京法務局登記官 ○○○○

23

登記事由 後見開始の裁判

事件本人

生年月 日 f三 月 日

住 所
大阪府大阪市

本 籍
大阪府大阪市

裁 判 所 大阪家庭裁判所

事件の表示 平成年（家）第 号

後見開始の
裁判確定年月日 平成17年2月4日

登記年月日 平成17年2月9日

備 考



（2）既決犯罪通知書
8

熱
黙
拙
一
叩
（
泌
縮
糾
幽
識
）

氏名ゴ ー 卜 生年月日 二J－卜 迫番 本苑コード

■■■■■■
異名コード 異名 』圃常腕み

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

I

(注窓） 1通知瀞号欄は，地方検察庁の本庁において入力する手綴をするときに記入すること。

2備考棚上段は漢字等の全角文字を，下段は数字等の半角文字を記入すること。 ｢雨署雨~「可取扱者印 1
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慨式ｺｰﾄﾞ 通知番号

0 1

既決犯罪通知書 （甲の1）

所館市区町村長殿

下記のとおり通知する。

地方検察庁検察事務官

年 月 日
地方検察庁検察事務官殿 ．

検察庁 検察事務官

下記のとおり通知する。

年 月 日

氏名通常読み l I I l I l l l l l l l l l I ｜ ’

氏 名

本 箱 生年月日
1 大正

2昭和
年 月 日 異 名

本流町字名番地
J刊1 『〒訂 併＊ 1列11璽

１
２
３

ほ分

りi鞠：
駁判の日

： 年
凸
■
巳

： 月
▲
■

■

； 日
■
■
凸

確定の臼

； 即
“
甲
邑

： 月
■
■
ａ

： 日
毎
■
●

罰 判所コード
裁判所 支部

､減判区

1 宣告
2略式

分 碗】 菖躯由

1自然確定 2上訴栂放緊3正式裁判取下げ
4腔訴取下げ5－上告取下げ

刑 名
01恩役02漂図03罰金0ｲ拘留05科料髄不鋤刑惚伽07不定期別(景個）
91臘卿恩投 兜黒鯛慕掴 閲死刑 別開の辨弱備考ﾛ腿載のとおり

刑名区分 】リ期 ， 2 割

０
０
▲
▼
巳

卵 1 月
O

B

■

畑年
一
■
ロ
ー
Ｕ
▲

1 月
《
■
Ｕ
●
■
■ 門

軌行猶予

年間

保鞭観察等区分

可
0な し l付保璽観寮

2付補導処分9刑の執行免除

罪 名

罪名コード

未決勾留日散 碧
｜ ’ ｜ ’

控

fL｢]T｢T]f而門可m]
判 I剛 IW I IW"I IW I IM 1 月I I W師
訴爽却の日 上告棄却の円 刑終了の円

公民樋停｣上 】・5確定後2．6
刑綴了まで
及びその後

3．7
執行猶予
期間中

4．8不停止 ’
区
分

期
間 半開 ’ 公職避挙法等の適用条文

備 考

曇
埜

’ ５
１

■■■■■■

ﾛ■■■■■

l l l l l l

l l l l l I l l I l I l I l l l l l l l I l l 1 1 1 1 I l l l可
I

項目 項目の説明

通知饗
ｂ
ｐ号 各地方ノ

△

玩察庁で電算入力終了後に記入。

氏名コード 氏の頭3文字と冒頭4文字。カタカナで記入。

生年月日コード 1】行目は年号。以下年月日を2；行ごとで記入。

追番 玉名コードと生年月日．－Fで同一人がいる場合に区別する番号。

Z
△』

蕊；箸コード Z重籍の市区町村コード

異名．－F 通常読みと違う名前（ペンネーム・芸名・婚姻前の旧姓等)。氏の頭3文字と名

頭4文字。カタカナで記入。

異名通常読み 氏名通常読みと同じ。

氏名通常読み

入

氏と名の間に空白1文字。氏名が22桁以上の場合は、全部が空白で備考欄に記

◎

氏名

Z
一

渓籍

生年月日

異名

通常の漢字・数字で記入。

本籍町字名番地 本籍の内のコード化されていない町名、番地等。

(例）東京都墨田区尾崎町70番地

本籍コード化本籍町字名番地
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項目 項目の説明

刑番号 通常は通知書の枚数と同じ。ただし、 1個の裁判で2個以上の刑が言渡されたと

きは、刑の数に見合う枚数の既決犯罪通知書が作成されることがあり、この場合に

それぞれに刑番号に「01」 「02」 「03」と番号が付けられる。 （この場合「0

2」以降の「氏名通常読み・本籍・本籍町字名番地・生年月日・異名・異名コード

異名通常読み」欄は空白のままになる｡）

併科刑等区分 1個の裁判により2枚以上の既決犯罪通知書が作成された場合の複数の刑の相

互関係の区分。 （法律用語的な区分ではなく、あくまで電算処理上の区分）

裁判の日 判決及び即決裁 1については、宣告の日。略式命令については、略式命令の日。

裁判区分 裁判の言渡しの区分。

公判手続において裁判の主文（通常は刑）が言渡された場合を「宣告｣。

略式手続において略式命令があった場合を「略式｣。

確定の日 当該裁判が確定した日。

※「確定」とは、裁判がもはや通常の上訴（控訴、上告）又はこれに準ずる不

服申立をもって争うことのできなくなった状態をいい、裁判の確定により刑

の執行が可能となる。

※上訴棄却の裁判の場合には、裁判の日と確定の日との間に相当の日数を要す
ることがある。

二
一

号幹1所コード
一
鱈
Ｅ菖算上のコード。

裁判所・支部名 懲役・罰金等の刑又は刑の免除若しくは刑の執行の免除を言渡した裁判所名

裁判区分

確定事由 自然確定（上訴申立期間経過)、上訴権放棄、上訴取り下げ等裁判が確定するに
至った事由。

｡‐

刑名・刑名区分 刑名欄のコードが記入。

刑期金額 懲役・禁銅・拘留の刑期及び罰金・科料の金額が記入されるがこの欄は、刑名区

分欄の記載と密接な関係があり、同じ数字であっても懲役の年月を示したり、拘留

の日数を示したり罰金の金額を示すなど意味を異にするから注意が必要である。

【懲役又は禁銅の定期刑の場合】

左4桁のみ使用。左2桁が年数、 3．4桁が月数。

(例)懲役2年6月の場合
舳剛

0 1

刑興 金額

012
凸

016
■

010
■

010
口

【刑名区分が「06」 「07」の不定期刑の場合】

左4桁が短期刑、右4桁が長期刑を示す｡それぞれ4桁の内訳は、上記と同じ。

(例)不定期刑で懲役10月以上1

年6月以下の場合

刑
ｊ
ｄ i剛

0 1

刑具 金誌

012
凸

016
由

010
＆

010
■

【拘留のように刑期が日数で表される場合】

5桁目と6桁目の日数が記入され、その他の欄は「0」が記入。

(例)拘留29日の場合
舳区分

0 4

刑勇 金額
I

010
p

0

010
0

U

21 9
p

0

0I0
0
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項目 項目の説明

刑期金額 【罰金及び科料の刑の場合】

全部の欄（8桁）を使用。金額が1億円以上の場合は、刑名区分欄「99｣、刑

期金額欄は、すべて「0」とした上で備考欄に当該金額が記載される。

(備考欄）
－

■ b

も

ノン

〈〈
＞ 、
グ メ

ヘヘ
$ も

■■■■■■ 一

(例)罰金1億円の場合
ﾘﾘ駆分

9 9

刑 ＃ 金額

010
▽

010 010
マ

010

罰 金 1
幸
思 円項目ｺード 9 7

【1個の裁判で2個以上の罰金、拘留、科料が言渡された場合】

刑名区分欄「99｣、刑期金額欄は、すべて「0」とした上で備考欄に一括し

て記載される。

(備考欄）
－

邪
q ●

－

刑明金額
ロ

010
0

010
U

Oi0
O

OI0

(例) 1個の裁判で罰金4万円、 4

万、 4万円、 15万円、 15万円

鵬剛

9 9

項目ｺード 9 7 罰 金 4 万 円 （ 3 刑 ） ， 1 5 万 円 （ 2

執行猶予

保護観察区分

刑の執行猶予期間の年数1桁が記入される。

※執行猶予期間が「3年6月」のような場合は、 「執行猶予」欄及び「保護観察

等区分」欄は、空欄のままとし、備考欄に執行猶予期間及び保護観察の区分

が記載される。

※「執行猶予｣欄に記載がある場合は、必ず「保護観察区分」欄にも記載があ

る 。

罪名 当該確定裁判の罪名。罪名が複数の有る場合でもすべて記入される。

※罪名と刑期・期間等の矛盾を防ぐことと、罪名により選挙権の停止期間等に

影響する。

※6個を超える罪名がある場合は、超える部分の罪名が備考欄に記載される。

未決勾留日数 法定未決勾留、裁定未決勾留の区分に従い、それぞれの日数が記入される。

通算区分 判決で｢未決勾留日数を本刑に満ちるまで算入する」旨の言渡しがあった場合は、

｢1」。 「1本刑に満ちるまで」とは、言渡す刑期より算入しようとする未決勾留日

数の方が多い場合。この場合、算入すべき具体的な日数を揚げないで言渡されるの

で、未決勾留日数欄も数字は書かれていない。

刑名・刑期・金

額等

当該確定裁判の刑名、刑期、金額の他、裁定未決勾留日数､法廷未決勾留日数、

執行猶予の期間、保護観察の旨、補導処分の旨、公民権停止期間、刑の免除の旨、

刑の執行の免除の旨等。確定裁判の最も重要な事項の記載がされる。

ア懲役、禁銅について

刑名と刑期が記入。有期の懲役及び禁銅の刑期は、通常1月以上15年以下。

加重、減軽の事由があるときは、最高20年、最低7日。

※裁判時少年の場合は、懲役及び禁銅の実刑を言渡すときは、不定期刑が言渡

される。この場合、 「懲役○年○月以上○年○月以下」と記載される。

※複数の罪を犯した中間の時期に他の罪の確定裁判が介在するため、 1個の裁

判で2個以上の刑が言渡されたときは、 1つの刑名、刑期、金額欄に例えば

｢第1の事実につき懲役○年○月。第2懲役○年○月。第3懲役○年○月」

と記載される。

(この場合、刑が2つ以上あっても1個の裁判で言渡されたものであるか

ら、前科はl犯である｡）
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項目 項目の説明

刑名・刑期・金

額等

イ罰金について

刑名と金額が記入。 1個の裁判で2個以上の刑が言渡されたときは、上記ア

と同様。

ウ科料及び拘留の刑について

通常、既決犯罪通知がされることはないが、 1個の裁判で2個以上の刑が言

渡されたときに懲役、罰金等が併科された場合に記載がされる。

工未決勾留日数について
e

刑とは本質を異にするが、被告人の自由をはく奪していることから、その日

数を本刑に通算できることとしている。

オ裁定未決勾留について（刑法21条）

裁判所の裁量によって行う。裁判所が裁判の主文の中で、勾留の初日から裁

判言渡しの前日までの勾留日数中、裁量により刑期に算入する日数を定めて言

渡すもの。裁判所の裁量によるものであるから実際の勾留日数と違う場合もあ

る ◎

執行猶予を言渡す際にも、算入される場合がある。これは、将来執行猶予の

取消がされたときのためである。

力法定未決勾留日数について（刑事訴訟法495条）

本刑に通算される未決勾留日数。 1個の裁判で2個以上の刑が言渡されたと

きは、どの刑の未決勾留日数であるか明記されている。

キ刑の執行猶予期間について

1個の裁判で2個以上の刑が言渡されたときは、いずれの刑の執行猶予か明

記されている。執行猶予期間中に再度罪を犯した者で情状特に燗諒（びんりょ

う）すべきものがあるときは再度執行猶予が言渡されるときがある。

ク刑の免除、刑の執行の免除について

通常、既決犯罪通知がされることはないが、 1個の裁判で2個以上の刑が言

渡されたときに他の刑とともに通知される場合がある。

ケ備考

①所定の欄に記入ができなかった場合。
Iへ

②既決犯罪通知書を作成した時点で、恩赦事項が判明している場合。刑の分

離決定が確定している場合。財産刑の執行が終了している場合。算入すべ

き未決勾留日数力ざ本刑を超えている場合等により既に刑の執行が終了し

ているときには､その旨を備考欄に記入することにより「恩赦事項通知書」

｢財産刑執行終了通知書」等の作成が省略できる。

③公民権停止の記載。 （別紙「公職選挙法違反等の罪に係る既決犯罪通知書

備考欄の記載方法」参照）



（3）刑執行猶予言渡し取消通知書

刑の執行猶予の言渡しを受けた者が執行猶予期間中に更に罪を犯して刑に処せられるなどして執行

猶予が取り消され（刑法26条、 26条の2）その裁判が確定した時の通知

少年のとき犯した罪により執行猶予の言渡しを受けた者が、その執行猶予を取り消された場合には、

｢刑執行猶予言渡し取消通知書」の備考欄に「犯行時少年犯罪（犯時○歳)」の記載と「本通知をもっ

て既決犯罪通知書に代える」旨の記載がされる。

【注意点】

法252条及び規正法28条の違反の罪により刑の執行猶予の言渡しを受けた者がその執行猶予

を取り消された場合は、先に通知されている既決犯罪通知の「公民権停止区分」と「公民権停止期

間」に変更が生じることとなるので、 この「刑執行猶予言渡し取消し通知書」により改めてこのこ

とが通知される。

「刑執行猶予言渡し取消し通知書」の留置日数欄に数字が記入されることがある。これは、執行

猶予期間中保護観察に付された者が一定の住所に居住しない場合、保護観察の遵守事項違反の疑い

がある場合に引致状により留置されることがありその留置日数を表示している．刑の執行猶予が取

り消された場合には、その留置日数は刑期に算入するとされている（執行猶予者保護観察法11条）

刑執行猶予言渡し．取消通知書（甲）
年 月 B賊&断＆鄭魂R

＆鮪

砲趾鋤､鮒6．

￥ ﾊ ロ蘭鰄朋服風

穂，と$9曲す6

&卿館賊鴎f &騨髄

“剛|鵜 ¥. N B
氏 名

ネ 月

！
]岡

E禰鉾(瞬 図） 年 月 ロ獅額（ 糊）
6 零

｢雨T．<漣）1麹鋸瓢､鰄鯉肺祈に$脈賊付6稚材&縫愼2ﾊｵ5【と。
2溺郡､極に』bEﾊｵ6辻。（’ ：姪． ･2：恥3：雑）
3卵qﾛﾁ願＃鱒OHC齢にU､鮪歸願雌ﾛ@鉱と1，､勝酢ﾓ0朋掘ﾊｵ匪上。
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（4）恩赦事項通知書

恩赦法の規定により大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があった時の通知

①項目の説明

【恩赦事項欄】

－「区分」欄 恩赦の種類が番号で記載。番号の内容は通知書に記載されてい
る。

一「恩赦の日」欄 恩赦の効力の発生の日

一「政令年次」欄 恩赦が政令による基づく場合は、政令の公布年次
※通知書には政令の公布年次のみで公布月日はわからない。

－「番号」欄 政令番号

一「減軽刑名区分」欄 減軽された刑の刑名が番号で記載。番号の内容は通知書に記載。

一「減軽刑期金額」欄 減刑された刑期又は金額が記載。

－「短縮執行猶予期間」欄短縮された執行猶予期間が記載。

※短縮されその減刑令の施行の日の前日に執行猶予が満了する場合は、
「減軽刑名区分」欄には、 「08」

「短縮執行猶予期間」欄には、短縮執行猶予期間満了の年月日

（恩赦の効力発生の年月日の前日）

②記載例

(例1）恩赦事項区分欄・恩赦の日欄

平成5年7月6日特赦により赦免された場合

(例2）政令年次欄・番号欄

平成元年2月13日政令第27号大赦令により平成元年2月24日赦免された場合

(例3）減軽刑期金額欄

①無期懲役が懲役15年に軽減された場合

②懲役6年が懲役4年6月に減軽された場合

③懲役1年6月が懲役1年1月15日に減軽された場合
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区分 恩ヌ女の日

2 0 5 0 7 0 6

区分 恩赦の日

1 oillOi21214

減！
団
■
醇
悪
。刑興 金額

1 5 0 0 0 0 0 0

減I垂刑舞 金額

0 4 0 6 0 0 0 0

減！墓刑期金額

0 1 0 1 1 1 5 0 0



(例4）短縮執行猶予期間欄

①刑の執行猶予の期間5年が、 3年6月に短縮された場合

②減刑令により 「懲役3年、 5年間刑執行猶予」が「懲役2年3月」に減刑され、刑の執行
猶予期間を「3年9月」に短縮された場合

③昭和27年4月28日政令第118号減刑令が施行され、執行猶予期間が短縮された結果、
昭和27年4月27日に執行猶予期間が満了することとなった場合

蕊
乳
搬
今
叩
（
寵
前
珊
仁
離
）

/、

廃F語亙吊司
三ｻﾐ竿弄升

’

’
Ｑ
■
』
。
▲
■
頁
■
画
①
。
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
▼
■
■
凸
■
■
●
０
ｑ
‐
■
■
■

－■■■■■■■■■■■■■■■
[魂署雨~「~］【注璽）通知番号棚は，地方検察庁の本庁において入カブ･る手規をす．るとgに記入す．ること。
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短縮執行猶予期間

0 3 0 6 0 0

短縮 1行狼 予期間

0 3 0 9 0 0

減I垂刑舞 金額

0 2 0 310 0 0 0

短$胃執行猶予期間

2 7 0 4 2 7

減軽刑 ＃ 金1項

0 0 0 0 ' 0 0 0 0

氏名コー ド

l l l l l l

恩赦事項運知書 （甲）．

氏 名 Ｑ
●
●
●

雫窒月日

本 籍

裁判のR

： ff
一
■
■

1 月
0

0

■

： 間
凸
■
■

確定の鋤

1 年
Ｑ
Ｕ
ｄ
Ｕ
■ I 1 ■

凸
守
▲

１
０
■

の
一
●

I 裁判所コード
ざ
■
ｃ
●

裁判所 支部

罪 名

刑 名

01懲役 02蒙姻 03罰金“拘留 0う科料
06不定期刑（鯵役） 07不定期郡： （禁鯉） 9！無期悪役

92無期桀鯛93死刑94刑の免除99その他

職名区分 刑賎金額

； 年
９
６
▲

； 、月
▲

●

ぬ

綱1 年
■

■

『

▲

■

凸

月
同

色
■
■
■
・
■
■
。
▲

年間刑執行猶予
付保護観黙

付補導処分

恩 赦

事 項

1大赦2特赦3政令減刑 4個別減刑5政令復橿6政令将達資格復櫨

7個別復檀8個別特定資格復権 9刑の執行免除

区』 卜 魁 険の日

： 年
凸
■
Ｕ
■

1 月
凸
■
■
■
■

： 日
ｅ
》
▲

0〕憾役 02禁鰯 03罰金 04拘留 05科料06不定期刑
(懲役） 07不定期刑（禁翻） 08短縮執行猶予期間潰了日

91無期鰹役92無期禁翻99備考欄配載のとおり

減低風名区分 閥 経刑期金額

： 浄
O

G

； 月
一
■
》
■
■
▲

､畑母
0
一
■
》
■

月
．
Ｒ

Ｇ
６
８
６
。

政令年次 雷

短聴 執行猶予

： 年
0

9

： 月
0

9

号

例間

1 日
■
Ｕ
■
■
■



（5）刑の分離決定通知書

諮
乳
棚
画
巾
（
溢
茄
調
今
搬
）

q式ｺｰﾄ 通知 弓

8 2■■■■■■
氏名． － 卜 生年月日ユー 椰職別

■■■■■■■■

取扱者印’

（6）再審結果通知書

蕊
鼻
綱
『
卯
（
溢
茄
翻
心
紛
）

廃F高亘吊司

再
審
の
判
決

■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
■
ｌ
■
■
■
ｌ
■
－
１
！
■
●
垂
。
■
・
■
一
ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
ｂ
Ｐ
ｈ
■
１
日
Ⅱ
Ⅱ
日

(瀧趣〉 通知番号は。地方検察序の本庁において人力する手畷をするときに記入すること．

応輌I]
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氏名コー ド 生年月日コード 刑段別

| l l l l l l i l i l ; ｜ ’

再審結果通知書 （甲）

所轄市区町村長殿

下記のとおり通知する

地方検察庁検寮事務官

年 月 日
地方検察庁検察事務官殿

検察庁 検察事務官

下紀のとおり通知する。

年 月 日

氏 名 生年月日
l 大正

2 昭和
年 月 日

本 籍

原
裁
判

裁判の日．

罪 名

刑 名

i l i l 1 確定の日
： 算
0

0

； 月
■

■

一

▲

■

▲

： E
●

■

▲

裁判所
．－ ド

裁判所名 裁判所 支部

01恩役 02禁鋼 03削金 0イ拘留 05科料

脇不定期刑（懲役） 07不定期刑（蒙鯛）

91掘期感役蛇鏡期禁廻93死刑94刑の免除

刑名区分 刑期 金細

： 4
9

0

： 月
０
８
卓

;闇卑
4
■

■

凸

月
円

■
■
■
■
■
■
■
■
ｂ

未決
勾留
日数

法定
通算

日

裁定
算入

日

年間軌行蜜予

察
分
観
処

結果区分

裁判の日

罪 名

罪名コード

刑 名

執行猶予期間

I 】 有罪 2無罪等(無罪．管轄違い, 』 E鋸公翫棄却） ．
： 年
■
宮
“

： 月
■
■
・
ワ
凸

； 11
、
●
■

確定の日
1 年
▲
■
二
■
■

： 閲
０
０

8 日
６
６
《

裁判所
．－ ド

ｊ
１ R判所』 3 裁判所 支部

01堪役 02蹟鯛 03罰金 04拘留 05科料

06不定期刑（聰纐07不定期刑（禁鯛）

9】無期悪役92無期禁飼93死刑94刑の免除

1 ﾘ名匝 分

’
刑期 』 2 刃

： 年
△
■
ロ
ム

1 月
ロ

！

1個母
0

■
守
凸

月
屑

ｏ
０
Ｂ
Ｄ
ａ

確定事由

年間 保護観察等 0なし（付保凄観察，付補導処分） l付保護観察 2付補導処分 9刑の執行免除

備 考
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
●
■
■
■
■
、
▲

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

１
１
１１１１１１１１１１１１１１

■
８
０
凸
Ｉ
Ⅱ

８
８
１
日
Ⅱ

丁
８
Ⅱ
■
１
０
日
■

■
Ⅱ
１
日
８
８

■
ｑ
Ｉ
１
１
６

■
■
８
８
日
日
日

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
日
Ｉ



（7）非常上告結果通知書

蕪
泌
調
、
叩
（
溺
節
柵
全
級
）

廃F序吊司

｢諏輌T一］取扱名印(性悪）週畑番号檀は．地方検察庁の本庁に剥いて入力する手暁をするときに配入すること。

（8）既決犯罪通知撤回通知書

薙
脚
調
の
叩
（
識
節
制
今
湫
）

日式ｺｰﾄﾞ 遡知橿号

5 1 ■■■
氏名コ ー 卜 生年月日コート 過密 牛掩コート

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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遥名コー ド 9 年月日コード 刑重 別

l l l l l
》

■

■

■

甲

凸

■

■
■
■
■
■
日
■
■
■

写
■
■
■
■
Ｑ
■
則 ’

非常上告結果通知書 （甲）

所輔市区町村長殿

下肥のとおり通知する．

地方検察庁検察事溺官

年 月 日
地方検察庁検察事渡宮殿

検察庁 検察事務官

下妃のとおり通知する

年 月 日

氏 名 生年月日
1 大正

2 昭和
年 月 日 ．

本 箱

原
裁
判

鮫判の日

罪 名

刑 名

： 〃
０
９
▲

： 月
凸
Ｐ
。
ｐ
■

： 日
０
０
星

確定の日
： 年
一
■
”
■
守
■

： 月
0

0

： 囮
０
０
《

裁判所
．－ ド

裁判所名 裁判所 支部

01懲役 02裁姻 03嗣金 04拘留 05科料
妬不定期刑（魁役》 07不定期刑（譲鱈）

91無期鰹役92焦用賦回93死燗94刑の免除

刑名区分 刑期 金額

： 年
０
０
二

： 月
呈
守
■
》
凸

:園年
０
０
▲

月
限

０
０
０
●
“

未決
勾留
日数

法定
通立

日

裁定
算入

日

年間執行蜀予

付保麓観察
付補邸処分

非
常
上
告
の
裁
判

糖果区分

鎮判の日

卵 名

卵名コード

刑 名

執行猶予期間

1 有罪 2 1 届駆

卸 ： 月
ｏ
ｏ
ａ

1 8
０
０
二

確定の日
： 年
０
０
▲

1 月
一
■
・
里
■
》
■

： 日
凸
守
■

裁判』
コー

月
§ 、 0 1 1 1 2

裁判 所’ 閏 最閥 数￥ 1月
Ｄ
ｐ
ｈ
ｌ

’
01慾役 02禁鱈 03罰金 04･拘留 05科料

“不定期刑（憩役） 07不定期刑（蹟廻）
9I無期患役92焼朗紫■93死刑94刑の免除

I 1名 層 分 刑 閉 金日

： 年
0

0

： 月
i
O

廻坤
、
■

■

▲

； f

1 P

裁判主文要旨

年間 保護観察等 0なし（付保腰観察，付補導処分） 】付保護観察 2付補導処分 9刑の執行免除

備 考



（9）刑の時効完成通知書

、

(漣）lヨ鰯鞄ﾛ､滋&断0斬腫制､て肋舗8報ﾓ祁上離臥郷§と．
2霧ﾛﾛ､錘より諏&こと。（1 ：煙2：恥3：砿） [爾丁~刊

(10）仮釈放期間満了通知書

仮釈放中の者の仮出獄期間が満了した時は、保護観察所の長から通知される。仮出獄期間の満了

により自由刑の執行が終了したことになるので、選挙権・被選挙権が回復することとなる。
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駁ｺｰﾄﾞ n口8§ Ⅱ 仕呈。－ 里」 細ｺード

212 l l l l l ll l l ll l I |I I
》
●
も
●
●
●
●

■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
申
●
●

刑の時効完成通知書（甲）

醗駆圃帳§

砲､とちｳ鋤す6．

鰄鶴『 ＆鯨瀧

¥ H B
湖良訪＆卿醜月

T鋤と釣園耐6。

&斯 ＆騨瀧

年 月 9

氏 ＆ ＆単HB
趨
職

１
２ 年 月 8

ネ §

叩寄争r『-1 z~I~r粁祠
E鮒

｜ ’ 埜而 &瓶 鋼

5 8

卿 ＄ #撫蝋。 9H.gEh
U名

9FakBRMow駕腎璽嘩ノ
回万

｢T
刑期
金額

4 月 《8滴 、

1~~I~TT~｢『TI~M 珂戸豊帯詞

6 零

仮釈放期間満了通知書

市区町村長殿

平成 年 月 日

保護観察所長 印

下記の者の仮釈放期間が満了したので通知する。

氏 名

年 齢 大・昭 年 月 日生

本 籍

住 所

罪 名 刑 名

刑 期

雛･鞠 年 月

瀕齪 B 雛 H

し
所

渡
判

言
裁

裁判所

支部

言渡の日

確定の日

８
８

月
月

年
年

隣
間
平
平

仮釈放施設 仮釈放の日 獺 年 月 日

仮釈放期間

満了の日

平成 年 月 日

参 考



(11）自由刑等執行終了通知書

懲役若しくは禁銅の刑の執行が終了したとき又は補導処分の執行が終了した時は、刑務所、拘置
所、婦人補導院など矯正機関の長から通知される。

自由刑等執行終了通知書の執行終了日の記載について

; ｣ :■ i執行すべき刑が1個の場合はほとんど問題ないがf執行すべき刑が2個以上ある場合

に刑の始期と終期との間にあきらかな計算上不壹致がみられることがあるが垂こればj
受刑者に各刑につい莚仮釈放の要盗側法”条進銃足室迂るだ域、1執行虫”の執
行を妄時停止して他の刑の執行を開始する等の刑の執行の順序の変更(刑訴法型74条
ただし書)が行われるため｡ : j : し !1'二三§a: ‘ i ■ :‐ざ1 ℃ざ？■”ろ､〃"!{ !℃藍ご; 』 〆 H ？ ; f iま｡』〃i :鳶■ !fLHf "
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自由刑執行終了通知書

市区町村長殿

平成 年 月 日

刑務所（支所〉長

拘置所（支所）長 印

婦人補導院長

下記の者について刑（補導処分）の執行終了したので通知する。
｡ ●

氏 名 生年月日 大・昭 年 月 日生

本 籍

言渡裁判所 裁判所 支部 刑名・刑 明

裁判の日 年 月 日 執行猶予
■

年間 付補導処分

確定の日 年 月 日 M(鱸舩)@ 鯛 年 月 日

罪 名 W(鱸腿’)撫旧 年 月 日

刑(構剛)の

執行経過

参考事項



各種犯罪と選挙権・被選挙権の停止期間

＝選挙権･被選挙権の停止

①
伽

※公職選挙法の犯罪で､221条～223条の2の罪(買収､利害誘導､新聞等の不法利用罪)を犯し刑に処せられ､更にこれらの罪を犯し刑に処せられた場合は､公民
権停止の｢5年間｣の付加期間は､『10年間』になる。 （公252③短縮ありは公252@)

層

刑

罪

(例）

■｡。■q■q■q■‐q■■■ q■■

関係

条文

一般犯罪

･窃盗

･傷害

■q■q■q■｡q■｡‐■口。■‐ロロヰ■■q■ロ■q■‐q■q■q■■■q■ロq■｡■■ q■ロ1

公第11条①第2､3号

選挙関係犯罪

･農業委員会等に関する犯罪
･公選法第252条の適用を除
外されているもの

ﾛ■q■■■q■‐‐ロ画ロ■句一一q■ロ■、 q■q■q■q■q■。■q■q■0■q■q■｡q■‐q■q■0■ロq■ロ■ｰ

公第11条①第5号

公職にある間に犯した収賄罪
(刑法197～197の4）

･収賄､受託収賄及び事前収賄(19
7）
･第三者供賄(197の2）
･加重収賄及び事後収賄(197の3）
･あっせん収賄(197の4）

ｰ‐‐ロロロ■q■q■q■q■q■q■q■q■■■q■■■ロー■q■‐■ロﾛ■q■q■q■q■q■。■q■q■q■‐■、■■■■■ロ■画q■U■q■ロ■1■

公第11条①第4号

公職選挙法(公)第252条に掲げられている犯罪
政治資金規正法(規)第28条に掲げられている犯罪

･買収罪

･寄付の制限違反

･会社等の寄付の制限違反
･寄付の量的規制違反
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これは， この事務が犯罪等による選挙権及び被選挙権の停止事由の発生及び変更並

びに消滅に関する重要な事項であり， また，戸籍に関する事務を管堂する本籍地市
区町村長において処理することがもっとも適当であるとされたからである。

したがって， この運用については，下記事項に留意のうえ遺憾のないよう， また，
この事務が個人の名誉にかかわるものである点にかんがみ，特に慎重に行われるよ

う，貴管下市区町村長及び市区町村の選挙管理委員会に対してよろしくご指導願い
たい。

なお，本件については，最高裁判所及び法務省と協議ずみであるので念のため申
し添える。

第一本籍地市区町村長に対する犯罪等の通知

一公職選挙法（昭和25年法律第100号，以下「法」という）第11条第3項の規

定により本籍地市区町村長がその市区町村に本籍を有する者で他の市区町村に住

所を有するものについて法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権及び

被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなったことを

知ったときは，遅滞なく， その旨を現住所地の市区町村の選挙管理委員会に通知

しなければならないものとなったが， この場合において「知ったとき」とは，通

常次の各号に掲げる通知があったときをいうものであること。

H禁治産者については，家事審判規則（昭和22年最高裁判所規則第15号）第
28条及び第29条の規定に基づく家庭裁判所の通知

仁）犯罪者については， 「犯罪票事務取扱要領（昭和33年8月30日法務省刑事

第14510号法務省刑事局長通達)」による検察官の通知<編注，犯罪票事務取
扱要領は昭和40年9月30日廃止，現在の犯歴事務規程を指す＞

E)刑の終了者については， 「市区町村長に対する自由刑の執行終了の通報につ

いて（昭和34年10月28日矯正甲第939号法務省矯正局長通達)」による刑務
所長等の通知及び「仮出獄期間満了等の通達について（昭和34年12月25B

保護第835号保護局長通達)」による保護観察所長の通知偏注， この両通達

は既に廃止されており，現在の（注19）の通達（84頁参照）及び（注17）の
規程（82頁参照）を指す＞

ニーの各号に掲げる通知を選挙権及び被選挙権の停止事由の発生及び変更並びに

消滅にかかるものごとに区分して例示すると，おおむね次の各号に掲げるとおり
であること。

（3）選挙権及び被選挙権の停止事由の消滅に関するもの

ア禁治産宣告の取消しがあったときの家事審判規則第29条の規定に基

づく家庭裁判所からの通知の受理

イ“事項(刑の執行の免除大赦,特赦又は復権に関するもの)通知
の受理

ウ刑の時効完成通知（76頁参照）の受理

エ再審結果通知又は非常上告結果通知（いずれも裁判の内容が管轄違い，

無罪，免訴又は公訴棄却である場合）の受理

オ自由刑等執行終了通知（82頁参照）の受理

力仮釈放期間満了通知(81頁参照）の受理

住所地の選挙管理委員会では， これらの諸通知を参考にして選挙人名簿を

調製するとともに， これを編てつして所定の期間保管し，失権者が他の市区

町村の管轄区域内に住所を移転したときは，新住所地の選挙管理委員会にこ

れら諸通知等の関係資料を添えてその旨を通知することになる。

（注26）政治資金規正法（昭和23年法律第194号）

第28条

l～3略

4 公職選挙法第ll条第3項の規定は，前3項の規定により選挙権及び被選挙

権を有しなくなるべき事由が生じ，又はその事由がなくなったときについて準
用する。この場合において，同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは，

「政治資金規正法第28条」と読み替えるものとする。

（注27）公職選挙法第11条第3項の規定に基づく選挙権及び被選挙権に関する本
籍地市区町村長の通知について
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(罵鮎燕調耀驫諾麓鮮蕊）
公職選挙法第ll条第3項の規定に基づく選挙権及び被選挙権に関する本籍

地市区町村長の通知について

標記の件については，公職選挙法の一部を改正する法律（昭和37年法律第112

号）の規定により，新たに本籍地市区町村長が行うべき事務となったものであるが，

■
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の言渡しを取り消す決定が確定したときのその取消し請求をした検察官の執

行猫予取消通知

E)選挙権及び被選挙権の停止事由の消滅にかかるも．の

ア禁治産宣告の取消しがあったときの家事審判規則第29条の規定に基づく

家庭裁判所の通知

イ恩赦法の規定により，刑の執行免除，大赦又は特赦があったときの判決原

本にその旨を附記すべき検察官の，復権があったときの最後に有罪の裁判を

した裁判所に対応する検察庁の検察官の恩赦事項通知

ウ刑の時効が完成したときの執行指揮検察官の刑の時効完成通知

エ再審の審判の結果なされた裁判（再審の裁判が，管轄違，無罪，免訴又は

公訴棄却である場合に限る｡）が確定したときの刑の言渡しがなされたとし

た場合に，その執行を指揮すべき検察官の再審結果通知

オ非常上告の結果原判決を破棄して，被告事件につき更になされた判決(判

決の内容が，無罪，免訴又は公訴棄却である場合に限る｡）が確定したとき

の最高検察庁の検察官の非常上告結果通知

力 自由刑の執行が終了したときの刑務所長等の自由刑執行終了通知

キ仮出獄期間が満了したときの保護観察所長の仮出獄期間満了通知

<編注，検察庁からの各種通知書の作成名義人は，犯歴事務規程により；すべ

て前各号掲記の検察官の属する検察庁の犯歴係事務官（検察事務官）とされて

いる＞

第二本籍地市区町村長が処理すべき事項

－本籍地市区町村長は，第一に掲げる通知等により当該市区町村に本籍を有す

る年齢満20年以上の者で他の市区町村に住所を有するものにつき，選挙権及

び被選挙権の停止事由の発生及び変更並びに消滅があったことを知ったときは，

遅滞なくその旨をその者にかかる戸籍の附票に記載されているその者の住所地

の市区町村の選挙管理委員会（その者が明らかに戸籍の附票に記載されている

住所地以外の市区町村に住所を有するものであることを知ったときは，当該市

区町村の選挙管理委員会）に対し，次の事項を記載した文書をもって通知する

ものとすること。

氏名，住所，生年月日，性別，本籍地のほか（選挙権及び被選挙権を有しな

くなるべき事由が生じた場合においては）罪名,刑の内容，適用条文，執行猶

H選挙権及び被選挙権の停止事由の発生にかかるもの

ァ禁治産宣告のあったときの家事審判規則第28条の規定に基づく家庭厳判
所の通知

イ法第252条<編注，現在は政治資金規正法第28条を含む＞に規定する罰
金以上の刑及び法第11条第1項第2号から第4号までに規定する禁銅以上
の刑にかかる有罪の確定裁判（刑の執行猶予の裁判及び刑の執行免除の裁判
を含む｡）を受けた者（外国人並びに沖縄，樺太，千島及び小笠原に本籍を
有する者を除く｡）についての刑事訴訟法(昭和23年法律第131号）第472
条により裁判の執行指揮をなすべき検察官（刑の執行猶予及び刑の執行免除
に関する裁判については，執行を要する刑の言渡しがなされたとした場合に
その執行を指揮すべき検察官を含む｡）の既決犯罪通知〈編注，沖縄及び小
笠原は既に日本に復帰しているから， ここから削除することになる〉
ウ法第11条第1項第3号に規定する禁鋼以上の刑にかかる有罪の確定裁判
（刑の執行猶予の言渡しを受けた場合に限る｡）を受けた者について，刑の執
行猶予の言渡しを取り消す決定が確定したときのその取消請求をした検察官
の執行猶予取消通知

仁）選挙権及び被選挙権の停止事由の変更にかかるもの

ア恩赦法（昭和22年法律第20号）の規定により減刑があったときの判決原
本にその旨を附記すべき検察官の恩赦事項通知

イ刑法（明治40年法律第45号）第52条の規定により刑を定める決定が確
定したときのその請求をした検察官の冊l1の分離決定通知

ウ再審の審判の結果なされた裁判(再審の裁判が,管轄違,無罪,免訴又は公訴
棄却である場合を除く｡）が確定したときの執行指揮検察官の再蒋結果通知
エ非常上告の結果原判決を破棄して被告事件につき更になされた判決(判決
の内容が無罪,免訴又は公訴棄却である場合を除く｡）が確定したときの最
高検察庁の検察官の非常上告結果通知

オ上訴権又は正式裁判権回復請求につきこれを認める決定が確定したときの
既決犯罪通知をした検察官の既決犯罪通知撤回通知

力法第1l条第1項第4号く編注，現行法同項第5号＞に規定する禁銅以上
の刑及び法第252条に規定する罰金以上の刑にかかる有罪の確定裁判（刑の
執行猶予の言渡しを受けた場合に限る｡）を受けた者について刑の執行猶予

0

雪

－
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なお，本籍地市区町村長は，当該選挙権及び被選挙権を有しなくなった者に

ついて，別記様式に準じ選挙関係失権者名簿を整備し， その後の通知等に応じ

てその補正をする取扱いとすることが適当であること。この場合においては，

当該名簿の写しを送付することをもって住所地の市区町村の選挙管理委員会へ

の通知にかえることもできるものであること。

二本籍地市区町村長は，法第252条第1項若しくは第2項の規定<編注，現在

は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項を含む〉により5年間又は同

条第3項の規定により10年間（同条第4項の規定により短縮される場合も含

む｡）選挙権及び被選挙権の停止期間を附加された者についても，一による通

知のほかは，当該期間が満了してもあらためて住所地市区町村の選挙管理委員

会に対する通知はしないものとすること。したがって，法第252条の規定によ

‐ り選挙権及び被選挙権の停止についての通知を受けた住所地市区町村の選挙管

理委員会にあっては，当該期間の満了するまでは一による通知を保存する等，

この点について特に留意するものとすること。

第三住所地市区町村の選挙管理委員会が処理すべき事項

一市区町村の選挙管理委員会は，本籍地市区町村長から第二に掲げる通知等を

受けた場合においては，当該通知等を必要期間編綴して保存し，選挙人名簿調

製上の参考にするとともに，公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第

92条第3項の規定に基づく通知についても遺憾のないようにすること。

二市区町村の選挙管理委員会は，当該市区町村の長と適時連絡することにより，

当該市区町村に本籍及び住所を有する者で選挙権及び被選挙権を有しないもの

についてもその状況を把握するとともに，一に準じて，関係資料を整備してお

く･よう措置されたいこと。

三市区町村の選挙管理委員会は，－及び二により知り得た当該市区町村に住所

・を有する者で選挙権及び被選挙権を有しないものが，他の市区町村に住所を移

転したことを知った場合は，新住所地の市区町村の選挙管理委員会に対しその

旨連絡するとともに，一及び二により保存していた関係資料を送付する取扱い

とされたいこと。

第四その他

一法第11条第3項の規定は，改正法公布の日から施行されるものであるが，

この規定が設けられた趣旨にかんがみ，改正法公布の日前におけるものについ

別記様式

選挙関係失権者名簿

0

‐

ｰ

予の有無及びその期間，当該事由の発生年月日並びに停止期間の有無及びその

期間

(当該事由が変更された場合においては)変更された事項及びその事由並びに

変更された年月日

（当該事由が消滅した場合においては）消滅した事項及びその事由並びに消滅

した年月日

ふりがな

氏 名

本
籍

生年月日

職 業

禁治産

日月年
明
大
昭

性
別 男・女

年月 日
宣告

確定
年月日

取消

確定

住

所

裁判確定・猶予取消・刑終等
裁判

所名

罪
名 刑名・刑期〃金額等

わ．

備
考

年 月 日確定

年 月 日刑始
甲

年 月 日刑終

年 月 日

執行猶予取消決定確定
● ◆

懲役（禁銅） 年 月

罰金 円

法定

裁定
未決勾留日数

懲役刑（禁鋼刑）

日通算

日算入

罰金刑 年間執行猶予

選挙権停止期間年 月間

選挙権不停止

刑の執行免除

通知内容
通知受理

年月日

選挙通知

年月日
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ても，第二及び第三と同様に取り扱うこととされたいこと。

二少年のとき犯した罪についても， その者が成年に達する際において， なお，

選挙権及び被選挙権を有しないこととなることが予想される場合においては，
Ⅷ刑の消滅

第二及び第三に準じて取り扱われたいこと。
検察庁における犯歴事務の取扱いは犯歴事務規程に基づいて行われている

が，同規程では， このうちの刑の消滅に関する事務の取扱いについては，わ

ずかに刑の消滅の日の起算日を知る資料となる刑の執行状況等通知に関する

規定を定めているにすぎず,他になんらの規定をも設けていない。これは，

この事務が上記規程等の事務処理要綱が定められるずっと以前から刑法第

34条の2や同法第27条等の刑の消滅に関する規定を直接受けて行われてお

り，刑の消滅に要する期間計算の基礎的知識さえあれば事務処理に支障をき

たすことがないということからくるものである。しかし，検察庁や市区町村

でなぜこの事務を取り扱うのか，複数の前科がある場合刑の消滅の日はいつ

になるのかなどの疑問が生じて， いざ刑法の教科書を開いて見ても，刑の消

滅に関する部分については, ・どの教科書もほんのわずかの解説をしているに

すぎず，事務担当者を満足させる回答を示してはくれない。そこで， ここで

は，事務取扱手続の説明としては多少脱線の観はあると思われるが，刑の消

滅制度の趣旨，刑法第34条の2制定の経緯，刑の消滅の解釈上の問題点な

ど刑の消滅を理解するために必要な基本的事項を若干説明した上で， この事

務の取扱いを詳述することにする。

0

雲
亜

凡

l 刑の消滅制度の趣旨及び刑法第34条の2制定の経

緯

（1）現行刑法は，有罪の確定裁判の言渡しを受けた者について，旧刑法の

ように付加刑として公権のはく奪又は公権の停止を認めるいわゆる名誉刑制

度をとっていないが，刑法以外の各種法令で，前科の存在を理由として一定

の権利や一定の資格の保有を停止したり，制限する規定を置くものの多いこ

とは既に述べたとおりである~(37頁参照)。そして， このような法令の中に

ー
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通知があった日 氏名 通知の種類 備考
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函資料④欠格者台帳の記入方法

1

既決犯罪通知書を参考に記入します

①住所・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※住基と照合。区内で転居があった場合は、見え消しで修正。
②氏名・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※住基と照合。

③本籍・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※住基と照合。

④生年月日・性別・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※住基と照合。

⑤罪名・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※成年被後見人の場合は赤で「成年被後見人」と記入。
⑥停止期間・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

※始まりは、確定の日。終了は、刑期や未決拘留日数等により算出した終了日。

※2刑以上ある場合の始まりは、前の刑の終了日が次の刑の始まりとなる。

※「登記事項通知書」を受けた者に関しては、開始の年月日＝後見開始の裁判確定年月日を記載し、
終了の年月日記載は不要。

⑦裁判確定・猶予取消・刑終等． ． 「既決犯罪通知書」等により記入。

⑧刑名・刑期・金額等． ・ ・ ・ ． . ｢既決犯罪通知書」等により記入。

⑨選挙人名簿抄本表示等． ・ ・ ・ ・※特に記入の必要なし。

⑩成年被後見人・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ｢登記事項通知書」の「後見開始の裁判確定年月日」を記入。

⑪通知書受理年月日・ ・ ・ ・ ？ ・ ・本籍地の戸籍担当又は転入前の選管から送付されてきた日を記入。
※選管が知りえた月日になるので必ず記入しておくこと。

⑫登録の有無・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・※選挙人名簿に本来登録されるべきか判断が必要。
※無（登録予定者）の場合は、備考欄に朱書きで「登録予定者」と記入。

⑬選挙人名簿の処理・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※特に記入の必要なし。
⑭整理番号・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※任意の番号。

⑮投票区名・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※住所より該当する投票区名を記入。
⑯備考。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・必要に応じて記入。
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出力制限者一覧表
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投票区 住所 生年月日 氏名 終了日 備考

北天満 扇町1－2－3 S12.3.4 大阪太郎 H22.10.5

予定者

西天満 西天満ら
、

ー 6－フ S54.10.9 浪速花子 H27.11.7

■■■■■■■■■■■■■■

I ’

｜ ’

停止期間中に4往基職権消除になうた者です乱［
刑執行期間が満了するまで§台帳等も保管しま≦
: : : :, :密"｝ :: i : : :: &鍵:遼ざw :"*5; ;; : : :j;魁､::: :: : : !::稀’ :: ・ :＄･ ; ; :職〃|: :．

北天満 黒崎町5－6－フ S27.5.8 北区次郎 H21.11.5 H18.3.30職権消除

堀川 天神橋2－フ－s S40.1.2 中之島三郎 H29.2.24 H16.3.15職権消除

’

＋



匿亜。

出力不要者異動リスト

選挙事務システムの抄本等出力制限入力をしている者の内、住民票に異動があった
者を出力する。

出力は、選挙事務システムの月例処理が行われた際、その月例処理の期間中に異動
があった者を出力する。

異動内容は、選挙事務システムで反映された内容すべての異動を出力するため、失
権者にかかる事務に必要かどうか担当者が判断することとなる。
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選挙事務彰ス壬ムの抄本等出力制限入力をし1ている者であっ
て蓋#入力内容力”有り｣及び『保留』iの者を対象に出力するざfiJ
※保留の場合は:■備考欄にI保留j"と表示ざ薮室ﾐｮ至聯語い雪』 【 .fj

0
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資料⑦－2

公職選挙法違反等の罪に係る既決犯罪通知書備考欄の記載方法

I

50

適条 事例 發御毒毒窪
公職選挙法
252条1項

政治資金規正法
28条1項

公職選挙法第16章の罪

(ただし､240条．242
条・244条．245条.252
条の2．252条の3．253
条を除く）

①罰金の実刑に処せられたとき

②執行猶予に処せられたとき

鉢
鮮
畷
騨
凄
蕊
淫
●
・
《
●
ぺ
妊
諏
聯
撫
蒋

雛
鍔
議
蕊
蕊
瀞
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祷
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、
悪
◆
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．
“
》
↑
、
●
◆
熱
一
一
．
●
望
一
・
↓
辛
謡
・
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《
和
訓
一
変
一
酢
寒
祁
腰
や
認
恥
呼
嘩
↑

輪
獺
典
職
靴

公職選挙法
252条2項

政治資金規正法
2S条2項

公職選挙法第16章の罪
(ただし､253条を除く）

又は

政治資金規正法23条、
24条､25条1項､26
条､26条の2,26条の4
及び2ﾌ条2項の罪により

禁銅以上の

①禁銅以上の実刑に処せられたとき

②執行猶予に処せられたとき
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252条3項

公職選挙法221条､22
2条､223条又は223条
の2の罪につき刑に処せ
られた者で、

更に221条～223条の
2までの罪につき

①罰金の実刑に処せられたとき
づ

②禁銅以上の実刑に処せられたとき

②執行猶予に処せられたとき
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(2)死亡をしたとき

(1)と同様の処理をします。 問43名簿に基づく通知事務には,どのようなものがありますか

名簿に基づく通知事務には，次のようなものがあります。

1 新本籍地の市区町村長に対する通知
(3)全刑について言渡しの効力を失った場合及び前面復権した場合該

当刑の備考欄にその旨記載するとともに，下記により除票します。 犯罪人名簿に登載されている者が，転籍・婚姻等によりその本籍を他

の市区町村に異動したときは，従前の本籍地の市区町村長は，戸籍届書

により確認し，遅滞なく新本籍地の市区町村長に通知しなければなりま

せん（大6． 4．12内務省訓令第1号参照)。この場合，刑が消滅していると認

められる刑については，従前の本籍地市区町村長において地方検察庁に

刑の消滅の照会処理をすることが必要です。

１

‐

１

日

Ⅱ

１

１

Ⅱ

ｌ

０

１

ｌ

Ｕ

ｃ

０

０

Ｉ

Ｉ

９

‐

〔参考〕 昭和40. 9.30自治行第126号佐賀県総務部長あて自治省行政

課長回答

問1 検察庁よりの既決犯罪人通知書等の保存年限は,何年か｡また，

転籍等により他市町村に戸籍の移動があった場合，犯罪について

通知するようになっているが， この場合犯罪人名簿の原本は何年

保存すればよいか。

2 刑法第34条の2の規定により刑の消滅があった場合の犯罪人名

簿の取扱いはどうすればよいか。

答1 ともに犯罪人名簿の当該部分が死亡，復権等により削除整理さ

れるまでの間保存すべきものと解する。

2 関係部分を削除整理する等， その者の氏名等を全く認知するこ

とができないよう取り扱うべきである。

一
日
陣
少
瓢
窒
柵
湿
鹸
鞠
氏
聴
珍
灘
温
珊
舗
」
ｓ
啓
捲
鰄
謹
、
｜

2地方検察庁に対する通知

本籍地市区町村において調製・保存する犯罪人名簿は，地方検察庁か

らの既決犯罪通知・刑の執行状況通知等に基づき整備しているものです

が，地方検察庁所管の犯歴票においても，氏名等戸籍上の事項を基礎と

している関係から，戸籍，身分上の異動について把握を必要とするもの

です。したがって，犯罪人名簿に登載されている者が，他の市区町村に

転籍，婚姻等によりその本籍を異動したとき，又は管内での転籍等戸籍

届出による本籍氏名の変更及び日本国籍を喪失し，又は死亡したとき

は，遅滞なく地方検察庁に通知しなければなりません。事務的には毎月

の本籍人戸籍届書と（犯）見出簿の照合調査によって確認することとな

りますが，前記1の場合とともに遺漏のないよう処理することが肝要で

す。

（注）犯歴事務規程の実施について(昭40． 9． 7自治行112号自治省行政課長通知）

１
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．
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除
票

平成16年8月10日 死亡

復権

へ転籍

除
票

平成16年10月10日 死亡

復権

へ転籍
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回各種の身分証明事務2〃2〃図各種の身分証明事務

附票の住所が，職権消除等により不明のまま住民登録未登録者の場合

は，通知を送付しない市区町村が多いようですが， とりあえず最終住所

地へ送付する市区町村もあるようです｡鐘日,住所設定などにより事務

(抜粋）

5 （前段省略）

おって，市区町村において犯罪人名簿を作成している者につき，死亡，転

籍，改姓等の事由が生じたときは，その旨をその者の右事由発生前の本籍地

を管轄する地方検察庁に通知する取扱いとされたい旨検察庁から要望があっ

たので，特段の配慮をお願いする。

齢 目：刀17目掘

限り通知を要することとなります。

(注）〈港区の例〉 公選法11条3項通知は，送付していない。

備考欄の記載
3住所地の市区町村選挙管理委員会に対する通知

4通知の様式

本籍地の市区町村長は，選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由

を生じた者（①禁銅以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者②

禁銅以上の刑に処せられその執行を受けることのなくなるまでの者（刑

の執行猶予中の者を除く） ③公職選挙法(昭和25年法律第100号） ・政治

資金規正法（昭和23年法律第194号） ・地方公共団体の議会の議員及び長の

選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方式等の特例に関する

法律(平成13年法律第147号）により罰金以上の刑が確定し公民権が停止さ

れた者（執行が終わり若しくは免除を受けた者で，その終了若しくは免

除の日から5年を経過しないものを含む)）及びその事由が消滅した者

（①禁銅以上の刑がその執行を終わり又は執行を免除された者②禁鋼

以上の刑の執行猶予が取り消された者③恩赦により公民権が回復した

者）を既決犯罪通知等により知った場合には，公職選挙法第11条第3項

の規定により遅滞なくその旨を，戸籍の附票に記載されている住所地の

市区町村選挙管理委員会に通知しなければなりません（昭38．3．4自治丙

選7号自治省選挙局長通達参照)o

（注） 〔問40〕 6名簿の記載例注⑧備考欄の活用 〔例4〕公職選挙法等違反

の罪及び公民権停止の場合の項180頁参照

成年被後見人についての通知は， 〔問15〕を参照してください。

特に定められた様式はありませんから，各市区町村において定めた様

式で差し支えないものと思われます。通常，通知する趣旨を記載した添

書に地方検察庁等からの通知の写し又は名簿の写しをつける方法で処理

している場合が多いようです。

参考までに港区の通知様式を次頁以下に掲げておきます。

A新本籍地市区町村長に対する通知

別紙の場合は，名簿の写しを添付する。

この様式は，昭和16年3月12日文293号各区長あて東京市文書課

長通知「民刑事項通知様式に関する件」による様式を準用し，縦書

きを横書きに改めたものです。

B地方検察庁に対する通知

該当者の戸籍届書及び名簿に基づき所要の事項を記入する。な

お，刑が消滅していると思われるとき刑の消滅照会を併せてする場

合があります。

C住所地の選挙管理委員会に対する通知

別紙に地方検察庁等の既決犯罪通知書又は刑の執行状況通知書の

写しを添付します。
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Ｑ
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主民登録職権消除により閲豊挙管理委員会に通知せず
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白戸籍･身分事項の変更につき本籍地管轄の地方検察庁に通知する場合(参考書式．
港区例）

○
○
○
○
噸
凶
蝿
鰡
偶
牒

、
竺
皿
皇
塒
匡
彊
掛

帥
○
○
祇
襯
葛
○
○
鍵

I

患
童
卿

ぃ
二
心
Ｍ
面
綿
棗
函
心
痢
侭
彗
童
壌
ぺ
型
憧
迦
綱
ミ
憧
畑
卿
曼
”
一
潔
狸
、
一
匹
三
叶
匡
彊
腓
埜
抑
ｅ
柵
。 鱗

菫農急臺謝冤言
東京地方検察庁検察事務官殿

東京都港区長○OOO

転籍等戸籍変更通知書

つぎのとおり，戸籍の変動があったので通知します。

I

（
軍
凶
飛
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精
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獅
蝋
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型
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綿
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罵
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０
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憾
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亟亟

叶塒
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霞
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騎
晨
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く
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鹿
雰
繍
侭
碧
馨
養
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霊霊

皿亟
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叶叶
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黒睦

皿
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額

、
皿
塒

晦
弄
照

四m

匝皿

母叶

黒睦

「
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穐
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ヨ
唾

画
皿
塒

鹿
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皿皿

叶叶

黒睦

、
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一
侭
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燦
骨
里

騨
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塀

卿
端
鯛
歸

閏
眺
鬮
罵
単
壼
」
型
〆
※

側榔

組蹄

撚索
掛劃
掴e
迎側
秘鍔

氏 名 港 太郎 ⑤ 女
生年月日 明・大③ 37 7年 月 8 日

旧本籍 東京都港区白金1丁目62番地

新本籍 東京都豊島区高田3丁目6番10号

新氏名

変更年月日

および

変更事由

平成17年10月 6 日

婚姻により，入籍，新戸籍編製

離婚により，復籍，新戸籍編製

養子縁組により，入籍，新戸籍編製

養子離縁により，復籍，新戸籍編製
ー

死亡 0、
土地の名称変更

その他（ ）



回各種の身分証明事務2閲

C既決犯罪通知受理につき公職選挙法第11条第3項により住所地選挙管理委員会

に通知する場合（参考書式・港区例その2）

港住戸発第○○号

平成○○年○月○○日

東京都千代田区選挙管理委員会委員長様

東京都港区長○○○○

2伽回各種の身分証明事務

C既決犯罪通知受理につき公職選挙法第11条第3項により住所地選挙管理委員会

に通知する場合（参考書式・港区例その1）
港住戸発第○○号

平成○○年○月○○日

東京都千代田区選挙管理委員会委員長様

東京都港区長○○○○

肺
、
時
眠
叱
垣
Ｆ
小
胆
叱
唖
函
昨
、
『
Ｑ
・
発
彊
寓
制
、
催

公職選挙法第11条第3項の規定による通知（停止） 公職選挙法第11条第3項の規定による通知（回復）

下記のとおり，公職選挙法第11条第3項の規定により通知します。 下記のとおり，公職選挙法第11条第3項の規定により通知します。

画

’

’
●
■
巳
■
Ｂ
Ｐ
Ｃ
■
●
■
■
、

●

氏 名 甲野義太郎

生年月日 昭和40年8月21日

本 籍
寺

東京都港区芝公園1丁目5番地

筆 頭 者 甲野義太郎

住 所 東京都千代田区平河町1丁目10番

停止した日 平成17年7月20日

回復した日

備 考 別紙写しのとおり

氏 名 甲野花子

生年月 日 昭和45年8月21日

本 籍

● ●

東京都港区芝公園1丁目5番地

筆 頭 者 甲野義太郎

住 所 東京都千代田区平河町1丁目10番

停止した日 平成12年7月20日

回復した日 平成17年9月2日

備 考 別紙写しのとおり
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2〃図各種の身分証明事務 回各種の身分証明事務〃7

刑事関係通知の流れ図 刑の消滅時期の主な事例
<参考〉

罰金以下の実刑で再犯がない場合1
保護観察所 刑務所

平10.12 罰金刑執行終了・

（同日，刑の消滅期間の起算点）仮釈放期間満了通知 自由刑執行終了通知I

5

本
籍
地
市
区
町
村

既決犯罪通知
(注） 線は，刑の消滅期間を示す。！

住
所
地
の
選
挙
管
理
委
員
会

15.12地
方
検
察
庁
〆

公選法11条3項通知 恩赦事項等通知

刑の消滅等回答

道交法前科回答
禁鋼以上の実刑で再犯がない場合2

平10.12 禁鋼以上の刑執行終了
●

刑の消滅期間の起算点平10.12転籍等戸籍変更通知

刑の消滅照会

道交法違反等前科照会
101

＄

8

｡

■

D

g

0

I 20.12 禁銅以上の刑消滅

民刑事項通知
執行猶予刑で取消しがない場合3

平14. 5
吟

4年間の猶予刑確定

（同日，刑の消滅期間の起算点）
他の本籍地市区町村

（前・新本籍地）

猶予

18．5 猶予期間満了■
■
■
０
■
岳
■
・
■
且
、
●
●

●
■
■
●

●
●
．
句
ｐ
●
。
●
■
ｊ
●
り
む
●
ｐ
夕
日
ロ
』
●

18． 5 刑の消滅

|I
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回各種の身分証明事務2”208回各種の身分証明事務

4 刑の執行猶予の言渡しが取り消された場合 6 罰金以下の刑の執行終了後，了後，罰金刑（実刑）に処せられた場合

前刑（罰金以下の刑）執行終了平2． 5． 1執行猶予刑確定
－

Ｔ
取消原因刑確定

執行猶予取消確定二]二

５

別
，
‐
‐
・
１
‘
‐
，

■
●

８
蛆

●
●

６
６

後刑（罰金刑）確定

後刑執行終了（現金等納付）

前・後刑とも消滅期間の起算点

一

隼I取消原因刑執行終了

刑の消滅期間の起算点

平2．12．

2．12．
、Q

qb

些11.10. 1 前・後刑とも消滅

取消刑執行終了

刑の消滅期間の起算点
●
。

５
５

●
ｅ

４
４ 7 禁銅以上の刑の執行終了後，罰金刑(実刑)に処せられた場合

平3.10.

3．10．

禁銅以上の刑終了

刑の消滅期間の起算点

１
２

取消原因刑消滅
ｃ
一 12.12.

取消刑消滅14． 5．

8． 8 1 罰金刑確定

了後禁銅以上の刑(実刑)に処せられた場合

前刑（禁姻以上の刑）執行終了

5 禁鋼以上の刑の執行終了後
8． 9． 4 罰金刑執行終了（現金等納付）

罰金刑の消滅期間の起算点
昭59． 5． 1

Ｊ
ひ
け

10年
4

F

後刑（禁姻以上の刑）確定平3．12．10

年5

後刑執行終了

前・後刑の消滅期間の起算点

4．10． 1

4．10. 2 Q

Q

ザ
●

９
ｍ

■
の

３
３
１
１

４
２

罰金刑消滅

禁銅以上の刑消滅

Ｂ
も

前・後刑とも消滅14.10. 2

浬
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8 禁銅以上の刑執行終了後，後，

回身分証明書の交付2"

罰金刑（実刑）に2回処せられた場合

禁銅以上の刑執行終了

刑の消滅期間の起算点

一
兀
一
兀

平

回身分証明書の交付

『~~~~~~~~~~~~~~....~~..~~..~~~~.．~－~｡...~一~~-------------..----..-－一･･･--.-.----..--------－．．．．－－1
●

0

0 00 09 0

1 問44身分証明書は,なぜ必要なのでしょうか ，
0

0

00
11

10

‘~~~~~---..-------.-------..-------------------..-------.--..--_________－－－_」

罰金刑（二犯目）執行終了（現金等納付）5

従来，人の資格について制限する種々の法律がありましたが，平成11
年法律第149号による民法の一部改正（平成12， 4． 1施行）とともに禁治
産，準禁治産制度が成年後見制度に改められ，その資格制限について見
直しがされました。しかし，制限能力者としての資格制限を規定する法
律は， まだ多数あり，その資格の有無を調査して証明する事務が身分証
明制度ですが，第1章で述べたような市制町村制の公民の要件から始
まったとみられる歴史的経緯が身分証明事務にはあります。また，禁治
産者，準禁治産者及び破産者について，市区町村が名簿を調製・保管す
ることを開始したのは，昭和2年1月29日付け内務省訓令第4号力§通達

されたときからとなっています。現在，身分証明事務は，地方分権改革
により平成12年改正施行された地方自治法第2条第8項に基づくものと

して，本籍地市区町村が，住民の身分証明をこれらの名簿（現賊年被後

見人（禁治産者)名潮・ 「準禁治産者名簿」 ・ 「破産者名簿｣）に．よって行って
いるものです。

個人が，社会生活の上で自己の行為能力や経済的破綻による処分の有
無などの信用状況について第三者に証明しなければならない場合には，
公的な機関の証明を必要として求めてくることになりますが，東京法務
局における後見登記事項の証明を除き，他にこの事務を所管する官公署
はなく，必然的にその根拠となるべき公簿を調製・管理している市区町

罰金刑(三犯目)執行終了(労役場留置満了）

刑の消滅期間の起算点
７
７

三刑とも消滅12.

禁鋼以上の刑（実刑）に処せられた場合

罰金刑の執行終了（現金等納付）

9 罰金刑の執行終了後，

平元．5．

－ ，

禁銅以上の刑執行終了

刑の消滅期間の起算点

4．11．

4．11．

年

罰金刑の消滅9．11．

ｌ

ｒ
１
釦
弔
利
阿
Ⅱ
川
Ⅱ
洲
詞
加
間
吋
開
伽
１
脚
Ⅲ
昭
０
咽
１
０
０
州
別
Ⅲ
０
１
１
０
０
１
１
１
１
１

禁鋼以上の刑消滅14.11.



参考条文

公職選挙法（昭和二十五年四月十五日法律第百号）

（選挙権及び被選挙権を有しない者）

第1 1条

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

一成年被後見人

二禁鋼以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三禁鋼以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を

除く。 ）

四公職にある間に犯した刑法（明治四十年法律第四十五号）第百九十七条から第百九十七条の

四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平成十二年

法律第百三十号）第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除

を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの

又はその刑の執行猶予中の者

五法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁鋼以上の

刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百

五十二条の定めるところによる。

3市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村にお

いて第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二

百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由が

なくなったことを知ったときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなけ

ればならない。

（被選挙権を有しない者）

第1 1条の2

公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又

はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過し

たものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

（選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止）

第252条

この章に掲げる罪（第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四

条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。 ）

を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受

けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間） 、 この

法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 この章に掲げる罪（第二百五十三条の罪を除く。 ）を犯し禁鋼以上の刑に処せられた者は、その

裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行

の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることが

なくなるまでの間、 この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せ

られた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者について

は、前二項の五年間は、十年間とする。

60



参考条文

4裁判所は情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者（第二百二十一条から第二百

二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。 ）に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶

予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうち

これを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二

十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二

項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選

挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定す

る者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

公職選挙法施行令

（選挙権を有しない者の通知）

第1条

市町村の選挙管理委員会は､当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法(以下｢法」

という。 ）第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九

十四号）第二十八条の規定により選挙権を有しなくなったものが他の市町村の区域内に住所を移し

たことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければな
らない。

政治資金規正法（昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号）

（届出前の寄附又は支出の禁止）

第8条

政治団体は､第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ､政治活動(選挙運動を含む｡）

のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。

第23条

政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又

は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁鋼又は百万円以下の罰金に処する。

第24条

次の各号の一に該当する者（会社、政治団体その他の団体（以下この章において「団体」という。）

にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、三年以下の禁鋼又は五十万

円以下の罰金に処する。

一第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条

の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこ

れに虚偽の記入をした者

二第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、

若しくはこれに虚偽の記入をした者

三第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽

の記入をした者

四第十六条第一項（第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）

の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等又

は振込明細書を保存しない者
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五第十六条第一項（第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）
の規定により保存すべき会計帳簿､明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細
書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者

六第十五条の規定による引継ぎをしない者

七第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規
定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした
者

第25条

次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁鋼又は百万円以下の罰金に処する。

一第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出を

しなかった者

一の二第十九条の十四の規定に違反して､政治資金監査報告書の提出をしなかった者

二第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項

若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載

をしなかった者

三第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽

の記入をした者

2前項の場合（第十七条の規定に係る違反の場合を除く。 ）において、政治団体の代表者が当該政

治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処

する。

第26条

次の各号の一に該当する者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした

者）は、一年以下の禁鋼又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第

三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者

二第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者

三第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者

第26条の2

次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁鋼又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二十二条の三第一項又は第二項（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含

む。 ）の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者

二第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者（団体

にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）

三第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反し

て寄附を受けた者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）

四第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者（団体にあっては、その役職員又は

構成員として当該違反行為をした者）

五第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支

払をした者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）

六第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支

払を受けた者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
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第26条の3

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をし
た者

二第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者（団体にあっては、その役職員又
は構成員として当該違反行為をした者）

三第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者（団体にあっては、その役
職員又は構成員として当該違反行為をした者）

四第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかった者（団体にあっては、その役職
員又は構成員として当該違反行為をした者）

五第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者（団体にあっては、その役職
員又は構成員として当該違反行為をした者）

第26条の4

次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁銅又は三十万円以下の罰金に処する。
一第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあっせんに係る行為をした者（団体にあっ
ては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
二第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支
払のあっせんに係る行為をした者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反
行為をした者）

三第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若
しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価
を支払って参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しく
は自己以外の者がするこれらの行為に関与した者

四第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体
の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定によ
り当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者（団体にあっては、その
役職員又は構成員として当該違反行為をした者）

第26条の5

次の各号の一に該当する者（団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした
者）は、二十万円以下の罰金に処する。
一第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
，二第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価とし
て支払われる金銭等を集めた者

第27条

第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四
の罪を犯した者には、情状により、禁銅及び罰金を併科することができる。
2重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、 これを処罰するものと
する。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

第28条

第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その
裁判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した
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日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間） 、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を

有しない。

2第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及

び前条第二項の罪を犯し禁鋼の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わる

までの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年

間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定す

る選挙権及び被選挙権を有しない。

3裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは

刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその

期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年

間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び

被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべ

き事由が生じ、又はその事由がなくなったときについて準用する。この場合において、同条第三項

中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、 「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものと

する。

民法第6章期間の計算

（後見開始の審判）

第7条

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、

配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助

監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

（期間の計算の通則）

第138条

期間の計算方法は、

めがある場合を除き、

法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定

この章の規定に従う。

（期間の起算）

第139条

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間

が午前零時から始まるときは、 この限りでない。

（期間の満了）

第141条前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日そ

の他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満
了する。

（暦による期間の計算）

第143条
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週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてそ

の起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、

最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

刑法

（未決勾留日数の本刑算入）

第21条

未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

（期間の計算）

第22条

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 ●

（刑期の計算）

第23条

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

（受刑等の初日及び釈放）

第24条

受刑の初日は、時間にかかわらず、 1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とす
る｡

2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

（執行猶予）

第25条

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁鋼又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、

情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

一前に禁鋼以上の刑に処せられたことがない者

二前に禁鍜以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免

除を得た日から五年以内に禁鍜以上の刑に処せられたことがない者

2前に禁鋼以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁

銅の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第

一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、 この限りでな

い。

（保護観察）

第25条の2

前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合にお

いては猶予の期間中保護観察に付する。

2保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用

については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
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（仮釈放）

第28条

懲役又は禁鋼に処せられた者に改俊の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、

無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

（刑の消滅）

第34条の2

禁鋼以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年

を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を

得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年

を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

（収賄、受託収賄及び事前収賄）

第197条

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下

の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はそ

の要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

（第三者供賄）

第197条の2

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若し
くは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

（加重収賄及び事後収賄）

第197条の3

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年
以上の有期懲役に処する。

2公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収

受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要
求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為を

しなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役
に処する。

（あっせん収賄）

第197条の4

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせな
いようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約
束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

刑事訴訟法

第495条

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に
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参考条文

通算する。

2上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一検察官が上訴を申し立てたとき。

二検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄された
とき。

3前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する
4上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、 これを通算す
る。

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

（公職者あっせん利得）
第1条

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長（以下「公職にある者」とい
う。 ）が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対す
る行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の
行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬とし
て財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
2公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売
買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人
の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又は
したことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

（議員秘書あっせん利得）
第2条

衆議院議員又は参議院議員の秘書（国会法（昭和二十二年法律第七十九号）第百三十二条に規定
する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の
政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。 ）が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、
請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は
当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又は
させないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受した
ときは、二年以下の懲役に処する。

2衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資してい
る法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該
参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせる
ように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利
益を収受したときも、前項と同様とする。

（没収及び追徴）

第3条

前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収す
ることができないときは、その価額を追徴する。

（利益供与）

第4条
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参考条文

第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金

に処する。

（国外犯）

第5条

第一条及び第二条の規定は、 日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

（適用上の注意）

第6条

この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意し

なければならない。

68

Ｆ
色
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住民基本台帳法犯歴事務規程（法務省訓令）

最終改正平成20年5月29日法務省刑総訓第820号

（平成20年6月1日施行）

第3条

刑事訴訟法第472条の規定により裁判の執行を指揮すべき検察官（刑の執行を猶予し、刑を免

除し，又は刑の執行を免除する裁判にあっては，執行を要する刑の言渡しがなされたとした場合に

おいてその執行を指揮すべき検察官。以下「執行指揮検察官」という。 ）の属する検察庁の犯歴係

事務官は，電算処理対象裁判が確定したときは，既決犯罪通知書（甲の1） （様式第1号） ，既決
犯罪通知書（甲の2） （様式第2号）又は外国人既決犯罪通知書（様式第2号の2） （以下「既決

犯罪通知書（甲） 」という。 ）を作成する。

2地方検察庁の本庁の犯歴係事務官は，既決犯罪通知書（甲）を作成したとき又は次項の規定によ

りその送付を受けたときは，電子計算機により当該裁判を把握する手続をする。

3地方検察庁以外の検察庁又は地方検察庁の支部(以下｢地方検察庁の本庁以外の検察庁」という。）

の犯歴係事務官は，既決犯罪通知書（甲）を作成したときは，その検察庁の所在地（その犯歴係事

務官が支部に勤務するものであるときは，その支部の所在地。以下同じ。 ）を管轄する地方検察庁
の本庁の犯歴係事務官に対して送付する。

4地方検察庁の本庁の犯歴係事務官は，既決犯罪通知書（甲）に記載されている裁判が罰金以上の

刑に処する裁判（少年のときに犯した罪に係る裁判であって，確定のときにその裁判に係る刑の執

行を受け終わったこととなるもの，刑の執行を猶予するもの及び刑の執行を免除するものを除く。 ）

であるときは，その裁判を受けた者の戸籍事務を管掌する市区町村長（以下「本籍市区町村長」と

いう。 ）に対し，その既決犯罪通知書（甲）を送付してその裁判に関し必要な事項を通知する。

少年法（昭和二十三年七月十五日法律第百六十八号）

（不定期刑）

第52条

少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁鋼をもって処断すべきときは､その刑の範囲内に
おいて、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもって処断すべきと
きは、短期を五年に短縮する。

2前項の規定によって言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできな

い。

3刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、 これを適用しない。
●

後見登記等に関する省令（平成十二年一月二十八日法務省令第二号）
（市町村長への通知）

第13条

登記官は、後見開始の審判に基づく登記又はその審判の取消しの審判に基づく登記をしたときは、
これらの審判に係る成年被後見人の本籍地（外国人にあっては、住所地）の市町村長（特別区の区長

を含む。 ）に対し、その旨を通知しなければならない。
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執行猶予者保護観察法

（昭和二十九年四月一日法律第五十八号）

最終改正年月日:平成一九年六月一五日法律第八八号

（留置）

第十一条

保護観察所の長は、引致状により引致された者につき、第九条の申出をするために審理を行う必要があ

ると認めるときは、審理を開始する旨の決定をすることができる。

2前項の決定があったときは、引致状により引致された者は、引致後十日以内、刑事施設若しくは少年

鑑別所又はその他の適当な施設に留置することができる。ただし、その期間中であっても、留置の必要が
ないときは、直ちにこれを釈放しなければならない。

3前項の期間内に刑事訴訟法第三百四十九条の請求がなされたときは、同項本文の規定にかかわらず、

裁判所の決定の告知があるまで、継続して留置することができる。但し、留置の期間は、通じて二十日を
こえることができない。

4刑事訴訟法第三百四十九条の二第二項の規定による口頭弁論の請求があったときは、裁判所は、決定

で、十日間に限り、前項但書の期間を延長することができる。その決定の告知については、刑事訴訟法に

よる決定の告知の例による。

5第三項の決定が刑の執行猶予の言渡を取り消すものであるときは、同項本文の規定にかかわらず、そ

の決定が確定するまで、継続して留置することができる。

6第二項から前項までの規定により留置された日数は、刑の執行猶予が取り消された場合においては、

刑期に算入する。

7第一項の決定については、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをする
ことができない。
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